
一

は
じ
め
に

豊
田
市
中
央
図
書
館
の
ご
厚
意
に
よ
り
、
同
館
貴
重
本
書
庫
所
蔵
の
江
戸
期
の
雅
楽
関
連
書
籍
を
調
査
す
る
機
会
を
得
た
。
冊
数
に
し
て
二
十
一
冊
と
多
く
は
な
い
も
の

の
、『
多
家
秘
書
』
全
十
冊
・『
人
長
舞
曲
秘
譜
録
』・『〔
多
家
〕
鳳
笙
譜
』
と
い
っ
た
多お
お
の
け家
関
連
の
貴
重
な
写
本
が
含
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
目
を
引
い
た
の
は
書
套
題
箋
に

『
律
呂
』
と
あ
る
楽
理
書
の
抄
本
で
あ
っ
た
。
早
速
各
種
書
目
で
検
索
し
て
も
単
に
『
律
呂
』
の
名
を
有
す
る
抄
本
は
他
に
見
当
た
ら
な
い
。
さ
ら
に
調
査
を
進
め
た
と
こ

ろ
、
こ
れ
は
現
在
原
本
が
非
公
開
と
な
っ
て
い
る
京
都
方
楽
家
・
安
倍
家
所
蔵
『
山
鳥
秘
要
抄
』
の
楽
理
部
分
の
写
本
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。
以
下
本
稿
は
、
こ

の
豊
田
市
中
央
図
書
館
所
蔵
『
律
呂
』、
即
ち
『
山
鳥
秘
要
抄
』
の
翻
刻
お
よ
び
校
注
を
試
み
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
来
日
本
音
楽
に
は
門
外
漢
で
あ
る
故
の
誤
り
も
多

い
と
思
わ
れ
る
。
諸
氏
の
ご
批
正
を
乞
う
次
第
で
あ
る
。

解
題本

書
に
つ
い
て
は
太
田
正
弘
編
『
豊
田
市
立
図
書
館
和
装
本
目
録
』（
豊
田
市
立
図
書
館
一
九
九
二
）
の
国
七
「
芸
術
」
の
三
「
音
楽
」（
一
）「
雅
楽
」
の
項
に
、

（
律
呂
）
江
戸
末
期
写　

天
保
七
年　

安
倍
季
長
よ
り
鷹
司
政
通
へ
伝
授
の
写　
　

大
一
綴

と
あ
る
。
但
し
、
安
倍
季す
ゑ
な
が長
（
一
三
五
八
～
一
四
二
二
）
だ
と
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
と
は
時
代
が
合
わ
ず
、
安
倍
季す
ゑ

良は
る

（
一
七
七
五
～
一
八
五
七
）
と
す
べ
き
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
（
本
文
の
文
字
も
季
良
と
読
め
る
）。

明

木

茂

夫

豊
田
市
中
央
図
書
館
蔵
安
倍
季
良
撰
『
律
呂
（
山
鳥
秘
要
抄
）』
翻
刻
校
注
（
一
）
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四
目
綴
じ　

題
箋
・
内
題
な
し

全
六
十
四
葉　

半
葉
行
数
九
行　
　

請
求
番
号　

国
７
・
３-

１
・
９

本
文
、
封
面
共
に
書
名
の
記
載
は
な
く
、
近
年
作
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
書
套
の
題
箋
に
の
み
「
律
呂
」
と
あ
る
。
同
『
和
装
本
目
録
』
で
は
書
名
が
（　

）
入
り
と
な
っ
て

い
る
が
、
本
来
の
抄
本
に
書
名
表
記
が
な
か
っ
た
た
め
、
後
に
書
套
と
目
録
に
補
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
但
し
、
後
述
の
写
本
に
は
封
面
題
箋
に
『
律
呂
抄
』
の
名
を
持
つ

も
の
が
あ
る
の
で
、
故
な
き
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
安
倍
季
良
の
他
の
著
作
と
こ
の
『
律
呂
』
と
を
比
較
し
た
結
果
、
本
書
は
『
山
鳥
秘
要
抄
』
と
称
す
る
一
連
の
抄
本
と
内
容
を
同
じ
く
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
本
書
も
『
山
鳥
秘
要
抄
』
と
呼
ん
で
差
し
支
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
こ
の
豊
田
市
中
央
図
書
館
の
『
律
呂
』
を
底
本
と
し
た
の
で
、

敢
え
て
『
山
鳥
秘
要
抄
』
と
『
律
呂
』
と
を
併
記
す
る
こ
と
と
し
た
。
な
お
本
書
を
底
本
と
し
た
の
は
、
書
写
が
丁
寧
で
、
諸
本
と
比
べ
て
不
足
す
る
条
目
も
な
く
、
補
足

部
分
・
頭
注
・
朱
墨
書
き
込
み
・
小
字
書
き
込
み
が
揃
っ
て
お
り
、
ま
た
何
よ
り
本
学
の
地
元
の
誇
る
べ
き
郷
土
資
料
だ
か
ら
で
あ
る
。

本
書
の
作
ら
れ
た
事
情
に
つ
い
て
は
、
序
文
に
、

扨
こ
そ
律
呂
の
道
の
心
ろ
う
べ
き
は
し
〴
〵
を
弁
覧
の
た
よ
り
に
も
と
季
資
の
た
め
に
し
る
し
て
あ
た
え
ぬ
。

と
あ
り
、
ま
た
巻
末
の
跋
（
和
文
）
に
、

鷹
司
殿
下
政
通
公
此
律
呂
の
道
を
ふ
か
く
御
執
心
お
は
し
ま
し
て
考
へ
さ
せ
給
ふ
に
律
の
七
声
の
事
多
年
御
不
審
あ
り
。
し
か
る
に
文
政
九
年
の
秋
八
月
、
阿
月
問
答

と
い
え
る
書
［
永
仁
年
中
円
珠
所
写
歟
］
大
原
に
伝
ハ
り
た
る
を
、
前
普
賢
院
大
僧
都
宗
渕
よ
り
借
請
け
て
、
や
が
て
殿
下
の
御
覧
に
啓
し
け
れ
バ
…
（
中
略
）
…
多
年

の
御
不
審
を
ひ
ら
か
れ
感
じ
思
食
の
あ
ま
り
布
三
端
を
彼
僧
都
に
施
入
セ
よ
と
て
賜
ハ
り
け
れ
ば
…
（
中
略
）
…
扨
此
事
ハ
妙
音
院
殿
の
奥
儀
な
れ
ば
能
く
秘
義
し
て

子
孫
に
口
伝
セ
よ
と
仰
ら
れ
た
れ
ば
、
か
た
〴
〵
此
一
巻
を
注
し
て
季
資
に
附
属
す
る
も
の
な
り
。

と
あ
る
。
ま
た
跋
（
漢
文
）
に
は
、

右
一
巻
依
有
恩
命
入
覧
殿
下
鷹
司
殿
之
処
、
可
奉
備
仙
洞
叡
覧
之
旨
有
台
命
。
…
（
中
略
）
…
不
省
愚
昧
之
管
見
，
偏
存
奉
公
之
微
忠
、
謹
写
一
巻
奉
献
納
仙
洞
。

と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
本
書
は
時
の
関
白
鷹
司
政
通
に
律
呂
の
道
を
講
じ
た
際
、
鷹
司
政
通
か
ら
こ
の
奥
義
を
子
孫
に
伝
え
る
よ
う
に
と
勧
め
ら
れ
、
息
子
の
安
倍
季

資
に
楽
理
を
説
く
た
め
に
書
か
れ
た
こ
と
、
さ
ら
に
鷹
司
政
通
の
計
ら
い
で
本
書
が
仙
洞
（
上
皇
の
御
所
）
に
献
上
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
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三

諸
本
紹
介

『
山
鳥
秘
要
抄
』
と
そ
れ
に
直
接
関
連
す
る
主
な
抄
本
に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

１
、
安
倍
家
所
蔵
『
山
鳥
秘
要
抄
』　

＝
安
倍
家
原
本

２
、
彦
根
城
博
物
館
所
蔵
『
山
鳥
秘
要
抄　

律
』　

＝
彦
根
本

３
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
菊
亭
文
庫
所
蔵
『
山
鳥
秘
要
抄
』　

＝
京
大
本

４
、
国
会
図
書
館
所
蔵
『
山
鳥
秘
要
抄
』　

＝
国
会
図
書
館
本

５
、
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
『
山
鳥
秘
要
抄
』　

＝
静
嘉
堂
本

６
、
東
北
大
学
附
属
図
書
館
和
算
資
料
平
山
文
庫
所
蔵
『
律
呂
抄
』　

＝
東
北
大
本

７
、
山
井
景
昭
氏
所
蔵
本
『
楽
律
抄
』　

＝
山
井
家
本

８
、
東
京
藝
術
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
山
鳥
秘
要
録
中
律
呂
之
論
』　

＝
藝
大
本

９
、
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
所
蔵
『
呂
律
反
音
事
』　

＝
岩
瀬
文
庫
本

以
下
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
簡
単
に
解
説
を
加
え
る
。

１
、
安
倍
家
所
蔵
『
山
鳥
秘
要
抄
』
＝
安
倍
家
原
本

『
国
書
総
目
録
』
等
に
は
記
載
が
あ
る
も
の
の
、
現
在
非
公
開
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
安
倍
家
現
在
の
当
主
で
あ
ら
れ
る
安
倍
季す
え
ま
さ昌
氏
の
著
書
『
雅
楽
篳
篥　

千
年

の
秘
伝
』（
た
ち
ば
な
出
版
二
〇
〇
八
）
に
よ
る
以
外
に
、
今
の
と
こ
ろ
知
る
術
は
な
い
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、『
山
鳥
秘
要
抄
』
は
「
安
倍
季
良
が
古
記
や
日
記
を
ま
と
め
た

も
の
」
で
、
全
体
は
「
仁
」「
智
」「
礼
」「
義
」「
信
」
の
五
部
か
ら
な
り
、
全
三
十
六
冊
で
あ
る
と
言
う
。
ま
た
安
倍
氏
は
同
著
に
お
い
て
『
山
鳥
秘
要
抄
』
の
目
録
を
掲

げ
て
お
ら
れ
る
。
ち
な
み
に
安
倍
家
原
本
は
、
山
形
県
立
博
物
館
平
成
二
十
九
年
度
プ
ラ
イ
ム
企
画
展
「
Ｇ
Ａ
Ｇ
Ａ
Ｋ
Ｕ　

や
ま
が
た
に
息
づ
く
宮
廷
文
化
」
に
お
い
て
一

度
だ
け
展
示
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。

底
本
を
含
む
他
の
諸
抄
本
は
い
ず
れ
も
六
十
数
葉
か
ら
な
る
一
冊
本
で
あ
り
、
安
倍
家
原
本
と
は
分
量
が
大
き
く
異
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
他
の
諸
本
は
こ
の
安
倍
家

原
本
の
内
の
楽
理
部
分
を
抜
き
書
き
し
て
編
集
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
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２
、
彦
根
城
博
物
館
所
蔵
『
山
鳥
秘
要
抄
』
井
伊
家
文
書
典
籍
等161-2

＝
彦
根
本

現
在
の
豊
田
市
は
、
江
戸
時
代
は
挙
母
藩
の
所
在
地
で
あ
っ
た
。
そ
の
第
四
代
藩
主
内
藤
政ま
さ
な
り成（
一
八
〇
二
～
一
八
六
〇
）は
井
伊
直
弼
の
実
兄
で
あ
り
、
文
化
九
年（
一

八
一
二
）
に
内
藤
家
の
養
子
と
な
り
家
督
を
継
い
で
藩
主
と
な
っ
て
い
る
。
底
本
が
豊
田
市
中
央
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
現
在
調
査
中
で
あ
る
が
、
内
藤

正
成
が
楽
家
に
入
門
し
て
雅
楽
の
演
奏
を
し
ば
し
ば
行
う
ほ
ど
に
雅
楽
に
精
通
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
底
本
が
内
藤
政
成
と
直
接
に
関
係
し
て
い
る
可
能
性

は
高
い
と
思
わ
れ
る
（
後
の
国
会
図
書
館
本
も
参
照
）。
な
ら
ば
、
内
藤
政
成
の
実
家
で
あ
る
井
伊
家
に
も
同
じ
『
山
鳥
秘
要
抄
』
の
抄
本
が
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
、
決
し

て
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。
両
者
は
筆
蹟
も
似
て
お
り
、
近
い
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
安
倍
季
良
自
身
の
手
で
あ
る
可
能
性
も
あ
り
）。

彦
根
城
博
物
館
所
蔵
の
『
山
鳥
秘
要
抄
』
は
三
冊
あ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
、

『
山
鳥
秘
要
抄　

三
呂
調
子
』
井
伊
家
文
書
典
籍
等161-1

『
山
鳥
秘
要
抄　

律
』
井
伊
家
文
書
典
籍
等161-2

『
山
鳥
秘
要
抄　

礼
』
井
伊
家
文
書
典
籍
等163

で
あ
る
。
こ
の
内
、161-1

の
『
三
呂
調
子
』
は
安
倍
季
良
の
『
十
操
記
評
註
』
と
同
一
の
内
容
で
あ
る
。
ち
な
み
に
国
会
図
書
館
所
蔵
の
『
十
操
記
評
註
』
と
筆
蹟
が
よ
く

似
て
い
る
。161-2

の
『
律
』
は
底
本
と
同
一
の
内
容
で
あ
る
。
さ
ら
に163

の
『
礼
』
は
、
識
語
に
、

右
御
遊
次
第
者
、
近
日
於
営
中
有
宴
遊
…

　

文
政
六
年
二
月
五
日

と
あ
り
、
そ
の
本
文
の
内
容
か
ら
し
て
も
、
前
掲
の
安
倍
季
昌
氏
の
著
書
の
掲
げ
る
安
倍
家
原
本
『
山
鳥
秘
要
抄
』
目
録
の
内
の
、「
礼
」
の
部
の
二
「
営
中
管
絃
記　

文
政

六
年
」
に
相
当
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
こ
の
よ
う
に
貴
重
な
資
料
で
あ
る
彦
根
本
で
あ
る
が
、
残
念
な
こ
と
に
現
在
の
状
態
で
は
乱
丁
・
落
丁
が
あ
る
。
底
本
と
照
ら
し
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
乱
丁
部
分
は

全
て
葉
単
位
の
入
れ
違
い
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
書
写
の
混
乱
な
ど
で
は
な
く
、
後
の
修
理
の
際
に
綴
じ
る
順
序
を
誤
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
落
丁
部
分
も
葉
単
位
で
欠
落

し
て
い
る
。
こ
れ
を
整
理
す
る
に
、

底
本
第
１
葉
～
第
25
葉　

彦
根
本
に
同
じ

底
本
第
26
葉
～
第
28
葉　

彦
根
本
落
丁
（
4
「
律
七
聲
塩
梅
の
二
声
名
両
説
の
事
」
の
条
の
全
て
）

底
本
第
29
葉
～
第
33
葉　

彦
根
本
乱
丁
あ
る
も
欠
落
な
し

底
本
第
34
葉
～
第
64
葉　

彦
根
本
に
同
じ
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五

と
な
っ
て
い
る
。
４
の
「
律
七
聲
塩
梅
の
二
声
名
両
説
の
事
」
が
丸
ご
と
抜
け
て
い
る
わ
け
だ
が
、
巻
頭
の
目
録
に
は
記
載
が
あ
る
の
で
、
本
来
こ
の
条
は
あ
っ
た
は
ず
だ

と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
彦
根
本
の
第
53
葉
裏
と
第
54
葉
表
と
の
間
に
は
紙
片
が
挟
み
込
ま
れ
て
お
り
、

む
か
し
は
か
や
う
に
廿
八
調
の
事
を
、

と
云
前
に
白
紙
あ
る
は
、
追
て
見
出
す

に
し
た
が
い
書
加
べ
き
の
こ
こ
ろ
組
也

と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
こ
れ
以
降
の
条
が
後
か
ら
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
本
文
と
は
あ
る
程
度
独
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
（
後
の
「
目

録
」
の
【
注
】
を
参
照
）。
ま
た
彦
根
本
の
末
尾
に
は
、

右
一
帖
依
当
道
御
執
心
所
奉
授

彦
根
中
将
殿
也

　
　

天
保
十
三
年
八
月
廿
六
日

　
　
　
　
　
　
　
　

 

雅
楽
助
季
良

と
の
識
語
が
あ
る
。

３
、
京
都
大
学
附
属
図
書
館
菊
亭
文
庫
所
蔵
『
山
鳥
秘
要
抄
』（
菊
・
サ
・
56
）
＝
京
大
本

公
家
の
今
出
川
家
の
旧
蔵
書
を
収
め
る
京
都
大
学
附
属
図
書
館
菊
亭
文
庫
所
蔵
本
で
あ
る
。
そ
の
末
尾
の
識
語
に
は
、

此
本
安
倍
季
良
朝
臣
著
述
之
。
今
度
借
請
令
書
写
者
也

天
保
三
年
壬
辰
年
黄
鍾　

権
中
納
言
（
花
押
）

と
あ
る
。
天
保
三
年
は
一
八
三
二
年
。
こ
の
時
期
に
今
出
川
家
に
於
い
て
権
中
納
言
の
位
に
あ
っ
た
人
物
は
、
今
出
川
公き
ん
ひ
さ久
（
正
三
位
権
中
納
言
）
を
措
い
て
他
に
無
い
。

生
没
年
は
文
化
三
年
（
一
八
〇
六
）
～
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）
で
あ
る
。
琵
琶
を
家
業
と
す
る
今
出
川
家
が
京
都
方
の
楽
家
で
あ
る
安
倍
家
と
交
流
が
あ
っ
た
の
は
確
か

で
あ
ろ
う
。
こ
の
識
語
の
書
き
方
か
ら
し
て
、
今
出
川
公
久
が
安
倍
季
良
か
ら
直
接
借
り
受
け
た
本
を
書
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

京
大
本
の
特
徴
と
し
て
は
、
朱
墨
に
よ
る
傍
線
や
傍
点
の
あ
る
こ
と
、
第
９
葉
表
の
頭
注
（
墨
）
を
欠
く
こ
と
、
第
17
葉
表
～
第
17
葉
裏
・
第
54
葉
裏
の
朱
墨
書
込
を
欠

く
こ
と
、
第
61
葉
表
以
降
の
跋
及
び
「
か
へ
し
も
の
の
う
た
の
事
」
の
条
を
欠
く
こ
と
、
付
箋
の
よ
う
な
藍
色
の
小
紙
片
が
少
量
の
糊
で
要
所
要
所
に
貼
付
け
ら
れ
て
い
る
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こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

４
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
『
山
鳥
秘
要
抄
』（232

・168

）
＝
国
会
図
書
館
本

第
１
葉
表
に
「
游
戯
三
昧
院
」
の
方
印
、「
古
川
氏
藏
」
の
楕
円
印
あ
り
。「
游
戯
三
昧
院
」
は
亀
島
町
の
質
商
で
蔵
書
家
の
大
久
保
紫
香
（
源
兵
衛
、
？
～
一
九
二
六
）

の
蔵
書
印
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
明
治
三
八
・
七
・
四
・
購
求
」
の
図
書
館
印
（
帝
国
図
書
館
か
）
が
あ
る
。

さ
て
国
会
図
書
館
本
に
は
次
の
よ
う
な
識
語
が
あ
る
。

以
内
藤
摂
津
守
政
成
朝
臣
之
本
令
書
写
自
加
校
合
了

嘉
永
元
年
戊
申
六
月
（
花
押
）

嘉
永
元
年
は
一
八
四
八
年
。
こ
れ
は
注
目
す
べ
き
識
語
で
あ
る
。「
内
藤
摂
津
守
政
成
朝
臣
の
本
を
以
て
書
写
せ
令し

め
、
自
ら
校
合
を
加
へ
了お
は
んぬ
」
と
訓
ず
る
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
「
内
藤
摂
津
守
政
成
朝
臣
」
と
は
、
三
河
国
挙
母
藩
の
第
四
代
藩
主
内
藤
政
成
そ
の
人
で
あ
る
。
つ
ま
り
国
会
図
書
館
本
は
挙
母
藩
主
の
所
有
す
る
『
山
鳥
秘
要
抄
』

を
書
写
し
た
も
の
だ
と
言
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
挙
母
藩
と
は
正
に
現
在
の
豊
田
市
の
前
身
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、『
山
鳥
秘
要
抄
』の
主
要
な
抄
本
が
確
か
に
挙

母
藩
に
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
が
豊
田
市
中
央
図
書
館
の
所
蔵
す
る
こ
の
底
本
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
決
し
て
否
定
で
き
ま
い
。

前
述
の
彦
根
本
と
併
せ
て
、
底
本
と
直
接
に
関
連
あ
る
抄
本
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。

ま
た
識
語
の
後
ろ
に
は
紙
片
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
お
り
、

　

此
壱
冊
者
秘
蔵
致
候

　

品
候
間
、
他
見
御
遠
慮

　

可
被
下
候

　
　
　

先
達
今
昔
物
語
借
用

　
　
　

申
候
、
暫
中
絶
申
候　

又
御
願

　
　
　

申
候　

十
一
よ
り
被
遣
べ
く
候
也

と
記
さ
れ
て
い
る
。「
秘
蔵
」
の
た
め
「
他
見
」
無
用
と
こ
と
わ
り
を
入
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。

そ
の
他
国
会
図
書
館
本
の
特
徴
と
し
て
は
、
朱
墨
に
よ
る
句
読
点
・
返
り
点
、
字
句
の
修
正
が
あ
る
こ
と
、
第
９
葉
表
・
第
15
葉
裏
に
底
本
と
同
様
の
頭
注
が
あ
る
こ
と
、

第
13
葉
裏
に
底
本
に
な
い
頭
注
が
あ
る
こ
と
、
第
17
葉
表
～
第
17
葉
裏
の
朱
墨
書
込
み
を
有
す
る
こ
と
、
第
54
葉
裏
に
底
本
と
同
様
の
朱
墨
書
き
込
み
が
あ
り
そ
の
上
部
に
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七

「
角　

嬰
角
」「
反
徴　

角
」「
反
宮
」
の
小
紙
片
の
貼
付
が
あ
る
こ
と
、
第
61
葉
表
以
降
の
跋
及
び
「
か
へ
し
も
の
の
う
た
の
事
」
の
条
を
有
す
る
こ
と
、
な
ど
が
挙
げ
ら
れ

る
。

５
、
静
嘉
堂
文
庫
所
蔵
『
山
鳥
秘
要
抄
』（14412-1-80 ６５

）=

静
嘉
堂
本

基
本
的
に
底
本
と
同
一
の
内
容
だ
が
、
諸
本
と
や
や
異
な
る
特
徴
を
有
す
る
。
目
次
の
立
て
方
に
つ
い
て
、
底
本
や
そ
の
他
諸
本
で
は
、

反
音
の
事 

（
第
29
表
～
第
38
表
）

本
朝
の
書
呂
律
を
陽
陰
と
用
ひ
来
る
説 

（
第
39
表
～
第
46
裏
）

と
あ
る
と
こ
ろ
、
静
嘉
堂
本
で
は
、

反
音
の
事 

（
第
29
表
～
第
38
表
）

 

付　

本
朝
の
書
呂
律
を
陽
陰
と
用
ひ
来
る
説 

（
第
39
表
～
第
46
裏
）

と
あ
り
、
底
本
が
「
本
朝
の
～
」
を
一
つ
の
条
目
と
立
て
て
い
た
の
に
対
し
て
、
静
嘉
堂
本
は
こ
れ
を
「
反
音
の
事
」
の
条
目
に
付
属
す
る
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
。
本

文
中
の
第
29
葉
表
で
は
「
反
音
之
事
」
の
条
目
名
の
次
に
「
付
本
朝
伶
倫
呂
律
を
陽
陰
と
用
ひ
来
る
説
」
を
や
や
小
字
で
付
す
一
方
、
第
39
葉
表
で
は
「
付
」
の
文
字
は
置

か
ず
「
本
朝
呂
律
を
陽
陰
と
用
ひ
来
説
」
の
条
目
名
を
大
字
で
記
し
て
お
り
、
体
裁
は
底
本
と
同
様
に
独
立
し
た
条
目
と
な
っ
て
い
る
。

頭
注
に
つ
い
て
は
、
底
本
第
９
葉
表
に
あ
る
頭
注
を
欠
く
も
、
第
15
葉
裏
の
頭
注
を
有
す
る
。
第
21
葉
裏
に
は
、

妙
音
院
殿
御
流
に
て
云
と
き
ハ
如
左
。
角
変
宮
変
徴
、
宮
徴
商
羽
。

と
の
頭
注
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
底
本
で
は
第
22
葉
表
に
あ
る
本
文
の
一
部
を
頭
注
に
移
動
さ
せ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
く
本
文
の
文
言
も
底
本
と
は
異
同
が
あ

る
。

底
本

　

如
此
次
第
に
生
な
り
。
其
実
は
是
同
じ
。
只
名
の
違
ひ
ば
か
り
な
り
。

靜
嘉
堂
本

　

  

本
体
七
声
を
云
と
き
ハ
、
前
に
注
し
た
る
ご
と
く
嬰
商
よ
り
始
て
羽
の
位
に
て
終
わ
る
べ
し
。
是
を
よ
く
よ
く
覚
悟
す
べ
し
。
半
呂
半
律
の
し
ら
べ
と
云
も
皆
此
道

理
也
。
能
く
考
へ
知
べ
し
。

さ
ら
に
、
第
29
葉
表
～
第
30
葉
裏
の
本
文
に
も
底
本
の
文
字
と
異
同
が
あ
る
。
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底
本

　

こ
れ
は
同
均
な
る
の
ゆ
へ
な
り
。
…
（
中
略
）
…
其
羽
調
に
反
音
す
る
こ
と
な
り
。

　
　

 

今
世
箏
弾
法
む
か
し
に
か
わ
り
て
…
（
中
略
）
…
便
覧
の
た
め
左
に
図
し
た
り
。

靜
嘉
堂
本

　

  

是
は
其
信
実
を
い
ふ
と
き
は
、
同
均
な
る
の
ゆ
へ
な
り
。
双
調
と
平
調
と
ハ
同
均
に
ハ
あ
ら
ざ
れ
ど
も
、
呂
の
調
は
箏
琵
琶
皆
中
呂
を
宮
と
し
て
七
声
を
次
第
に
立

た
り
。
是
即
中
呂
均
な
り
。
扨
平
調
は
も
と
よ
り
中
呂
均
の
羽
調
な
り
。
こ
れ
に
よ
り
て
七
声
か
わ
る
こ
と
な
し
。
則
宮
よ
り
羽
に
反
音
す
る
こ
と
な
り
。
今
の
世

人
こ
れ
を
知
ら
ず
。
な
げ
か
し
き
こ
と
に
こ
そ
。
又
近
世
は
箏
調
め
や
う
む
か
し
に
か
わ
り
て
律
は
五
声
に
調
め
た
り
。
か
た
〴
〵
本
意
を
失
へ
り
。
古
譜
を
見
て

能
考
べ
し
。
此
事
よ
く
知
べ
く
ハ
図
左
に
注
し
た
り
。

朱
墨
書
込
に
つ
い
て
は
、底
本
第
17
葉
表
～
第
17
葉
裏
の
朱
墨
書
込
を
欠
く
一
方
、第
54
葉
裏
に
つ
い
て
は
上
段
の
み
底
本
同
様
の
朱
墨
書
込
が
あ
り
、下
段
は
空
白
と
な
っ

て
い
る
。
上
段
の
最
後
に
は
底
本
に
な
い
「
自
余
准
之
可
知
」
の
一
文
が
あ
る
。
ま
た
京
大
本
同
様
、
第
61
葉
表
以
降
の
跋
及
び
「
か
へ
し
も
の
の
う
た
の
事
」
の
条
を
欠

く
。
識
語
は
な
い
。

残
念
な
が
ら
静
嘉
堂
本
に
は
乱
丁
が
あ
る
の
で
、
注
意
を
要
す
る
。
整
理
す
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

底
本
第
１
葉
～
第
41
葉　

静
嘉
堂
本
に
同
じ

底
本
第
42
葉
～
第
43
葉　

静
嘉
堂
本
の
第
44
葉
～
第
45
葉
に
相
当

底
本
第
44
葉
～
第
45
葉　

静
嘉
堂
本
の
第
42
葉
～
第
43
葉
に
相
当

底
本
第
46
葉
～
第
60
葉　

静
嘉
堂
本
に
同
じ

但
し
い
ず
れ
も
葉
単
位
の
乱
丁
で
あ
り
、
落
丁
は
な
い
。
後
の
修
理
の
際
に
綴
じ
る
順
序
を
誤
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

６
、
東
北
大
学
附
属
図
書
館
和
讃
史
料
平
山
文
庫
所
蔵
『
律
呂
抄
』
平
山
文
庫M

A
600

＝
東
北
大
本

封
面
題
箋
に
『
律
呂
抄
』
と
あ
り
。
但
し
底
本
同
様
本
文
に
は
書
名
の
記
載
は
見
え
な
い
。
本
書
は
、
本
文
は
も
と
よ
り
頭
注
や
朱
墨
書
き
込
み
や
傍
書
、
さ
ら
に
は
笛

図
や
図
表
に
至
る
ま
で
底
本
と
筆
蹟
が
酷
似
し
て
い
る
。
恐
ら
く
は
透
写
し
（
影
写
）
に
よ
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
底
本
と
の
主
な
異
同
は
、

第
31
葉
表
の
黄
鍾
調
・
下
無
調
の
音
階
図
中
「
太
簇
」
の
左
、
底
本
が
誤
っ
て
「
羽
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
東
北
大
本
は
「
嬰
羽
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と

第
34
葉
裏
の
「
返
音
輪
転
図
」
の
外
円
円
周
部
十
時
の
方
向
に
、
底
本
に
は
欠
け
て
い
る
盤
渉
調
の
「
盤
」
の
字
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
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九

第
38
葉
表
の
「
熒
惑
」
の
「
熒
」
の
異
体
字
、
底
本
が
誤
っ
て
「
火
」
の
部
分
を
「
大
」
と
作
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
東
北
大
本
は
「
火
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と

第
52
葉
裏
、
底
本
で
は
「
変
宮
」
の
下
の
律
呂
が
空
欄
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
東
北
大
本
に
は
「
夾
鍾
」
と
あ
る
こ
と

第
58
葉
裏
、「
真
実
に
お
き
て
ハ
」
の
「
お
」
が
底
本
で
は
「
か
」
に
近
い
字
体
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
東
北
大
本
は
一
度
「
か
」
と
書
い
た
後
「
お
」
に
修
正

し
た
跡
が
見
え
る
こ
と

の
五
箇
所
で
あ
る
。
透
写
し
を
行
っ
た
後
で
元
の
本
に
な
か
っ
た
字
を
書
き
加
え
た
も
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
東
北
大
本
の
方
が
写
し
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
透
写
し
の
際

に
書
き
落
と
し
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
豊
田
図
書
館
の
方
が
写
し
と
い
う
こ
と
な
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
い
ず
れ
と
も
判
別
し
が
た
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
わ
ざ
わ
ざ
透
写

し
を
行
っ
た
本
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
の
権
威
あ
る
原
本
が
存
在
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
安
倍
家
原
本
或
い
は
そ
れ
に
近
い
抄
本
だ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
案
ず
る
に
、
東
北
大
本
が
一
旦
「
か
」
と
書
い
た
後
で
「
お
」
に
修
正
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
東
北
大
本
の
方
が
写
し
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

７
、
山
井
景
昭
氏
所
蔵
本
『
楽
律
抄
』
＝
山
井
家
本

本
抄
本
は
実
物
を
見
る
こ
と
は
難
し
く
、
未
見
で
あ
る
。
そ
の
概
要
は
平
出
久
雄
編
「
山
井
景
昭
氏
雅
楽
蔵
書
目
録
（
下
）」（
東
洋
音
楽
研
究
12
‐
13　

一
九
五
四
）
に

よ
っ
て
知
る
事
が
で
き
る
。
同
目
録
（
上
）「
凡
例
」
に
は
、

一
、  

本
目
録
ハ
宮
内
省
楽
家
京
都
方
山
井
家
ノ
庶
流
デ
笛
ヲ
家
業
ト
サ
レ
ル
山
井
景カ
ゲ
ア
キ昭
氏
ノ
蔵
本
ノ
一
部
を
整
理
シ
タ
結
果
ノ
一
端
ヲ
示
シ
タ
モ
ノ
デ
ア
ル
。
…
（
以

下
略
）

二
、  

山
井
景
昭
氏
ノ
蔵
本
ハ
氏
ノ
祖
父
ニ
当
ル
幕
末
カ
ラ
明
治
ニ
カ
ケ
テ
ノ
笛
ノ
大
家
山
井
景
順
氏
ガ
多
年
ニ
渉
リ
苦
心
シ
テ
蒐
集
セ
ラ
レ
タ
モ
ノ
デ
、
…
（
中
略
）

…
特
ニ
各
種
ノ
系
譜
・
笛
古
譜
・
楽
律
書
等
ノ
写
本
ハ
特
記
ニ
値
ス
ル
文
献
デ
ア
ル
。
…
（
中
略
）
…
古
譜
ヤ
系
譜
ノ
謄
写
又
ハ
系
譜
ノ
編
集
ノ
如
キ
無
味
乾
燥

ナ
仕
事
を
血
腥
イ
明
治
維
新
ノ
前
後
ニ
超
然
ト
シ
テ
行
ツ
テ
ヰ
ル
ガ
、
真
ニ
楽
道
精
神
ニ
徹
シ
タ
人
デ
ナ
ケ
レ
バ
採
リ
得
ヌ
タ
イ
ド
デ
ア
ル
。
…
（
以
下
略
）

と
あ
る
。
山
井
家
本
は
正
に
こ
の
内
の
「
楽
律
書
の
写
本
」
に
相
当
し
よ
う
。
さ
ら
に
同
目
録
は
山
井
家
本
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

美
濃
雁
皮
紙
本
６
・
５
×
９
・
１　

楽
律
ニ
関
ス
ル
論
考
ヲ
記
ス
。
本
書
ハ
季
良
ノ
名
著
山
鳥
秘
要
抄
三
十
六
巻
ノ
内
。
子
季
資
ノ
タ
メ
ニ
著
ハ
サ
ル
。
天
保
二
・
六
・

九
光
格
上
皇
ノ
叡
覧
ヲ
蒙
リ
シ
由
ノ
天
保
七
・
五
・
五
ノ
奥
書
ア
リ
。
序
文
ニ
重
代
ノ
楽
家
タ
ル
者
ハ
楽
律
ノ
本
源
ヲ
知
リ
芸
道
ノ
骨
法
ヲ
得
ヨ
ト
説
キ
、
身
命
ヲ
賭

シ
家
業
ヲ
練
磨
ス
ル
ハ
忠
孝
ノ
道
ト
心
得
、
余
力
ア
ラ
バ
楽
律
ニ
及
ベ
ト
示
ス
。
文
政
十
三
・
八
月
ノ
著
。

そ
し
て
そ
の
目
次
を
次
の
よ
う
に
記
す
。
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一
〇

（
１
）
古
律
新
律
之
事

（
２
）
律
呂
名
儀
両
様
ニ
覚
悟
ス
ベ
キ
事
（
六
律
六
呂
・
律
音
呂
音
）

（
３
）
半
呂
半
律
ノ
調
ト
イ
フ
事

（
４
）
律
七
声
於
塩
梅
二
変
名
両
説
ア
ル
事

（
５
）
反
音
ノ
事

（
６
）
本
朝
ノ
書
呂
律
ヲ
陽
陰
ト
用
ヒ
来
ル
説

（
７
）
唐
燕
楽
二
八
調
略
図

（
８
）
今
伝
来
ノ
調
子
根
源
ノ
事

（
９
）
本
朝
ノ
楽
書
ム
カ
シ
ハ
廿
八
調
ノ
儀
所
見
ノ
事

（
巻
末
ニ
）
カ
ヘ
シ
モ
ノ
ヽ
ウ
タ
ノ
事

一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
各
条
目
と
も
底
本
と
同
一
で
あ
る
。（
２
）
の
「
律
呂
名
儀
両
様
ニ
覚
悟
ス
ベ
キ
事
」
の
下
に
（
六
律
六
呂
・
律
音
呂
音
）
と
あ
る
の
は
、
底

本
の
02
「
律
呂
名
儀
両
様
に
覚
悟
す
べ
き
事
」
の
内
の
第
一
「
六
律
六
呂

0

0

0

0

の
事
」
と
第
二
「
本
朝
音
曲
楽
曲
の
う
へ
は
律
音
呂
音

0

0

0

0

と
云
事
」
と
に
対
応
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

国
文
学
研
究
資
料
館
「
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
は
山
井
家
本
に
つ
い
て
、

成
立
年　
　

嘉
永
五

国
書
所
在　
【
写
】
山
井
景
昭
（
明
治
写
）

と
記
す
。
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
と
い
う
成
立
年
が
何
を
示
す
か
は
同
目
録
か
ら
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
国
会
図
書
館
本
の
識
語
に
あ
る
年
代
が
嘉
永
元
年
（
一
八
四

八
）で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
に
、
こ
れ
に
近
い
嘉
永
五
年
に
書
写
さ
れ
た
抄
本
が
山
井
家
本
の
底
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
右
の
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
に
は
「
明
治
写
」
と
の
記
述
が
あ
る
。
山
井
景
昭
の
生
没
年
は
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
～
昭
和
二
十
年
（
一
九
四
五
）
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
書
写
が
仮
に
明
治
末

年
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
景
昭
は
ま
だ
十
八
歳
で
あ
る
。
嘉
永
五
年
の
本
を
明
治
期
に
書
写
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
書
写
は
景
昭
の
上
の
世
代
の
人
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。こ

こ
で
特
に
興
味
深
い
の
は
、
同
目
録
が
「
天
保
二
・
六
・
九
光
格
上
皇
ノ
叡
覧
ヲ
蒙
リ
シ
由
ノ
天
保
七
・
五
・
五
ノ
奥
書
ア
リ
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ

で
言
う
天
保
七
年
五
月
五
日
の
奥
書
と
は
、
正
に
底
本
の
跋
（
漢
文
）
に
相
当
す
る
。『
山
鳥
秘
要
抄
』
が
仙
洞
に
献
上
さ
れ
叡
覧
を
得
た
こ
と
は
既
に
触
れ
た
。
し
か
し

「
光
格
上
皇
」の
名
は
底
本
を
含
め
諸
本
に
一
切
登
場
し
な
い
。
山
井
家
本
の
奥
書
に
よ
っ
て
光
格
上
皇
の
仙
洞
叡
覽
を
得
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
光
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一
一

格
天
皇
の
生
没
年
は
明
和
八
年
（
一
七
七
一
）
～
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）、
在
位
期
間
は
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
～
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
で
、
天
保
二
年
（
一

八
三
一
）
に
は
確
か
に
上
皇
で
あ
っ
た
。

８
、
東
京
藝
術
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
山
鳥
秘
要
録
中
律
呂
之
論
』
請
求
番
号1

・372

＝
藝
大
本

本
書
は
『
龍
笛
吹
艶
論
』
と
合
冊
と
な
っ
て
お
り
、『
龍
笛
吹
艶
論
』
が
前
半
に
、『
山
鳥
秘
要
録
中
律
呂
之
論
』
が
後
半
に
、
そ
れ
ぞ
れ
置
か
れ
て
い
る
。
封
面
題
箋
に

「
季
良
朝
臣
律
呂
之
論
」
と
あ
り
、
本
文
冒
頭
１
葉
表
に
は
「
季
良
朝
臣　

山
鳥
秘
要
録
中
律
呂
之
論
」
と
あ
る
。

今
、
藝
大
本
の
本
文
を
底
本
と
比
較
す
る
に
、
藝
大
本
は
基
本
的
に
底
本
の
01
「
古
律
新
律
之
事
」
か
ら
07
「
唐
燕
楽
二
十
八
調
略
図
」
ま
で
を
抜
粋
し
た
も
の
に
な
っ

て
い
る
。
08
「
伝
来
の
調
子
根
源
の
事
」
以
降
12
「
か
へ
し
も
の
の
う
た
の
事
」
に
至
る
部
分
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
但
し
、
途
中
四
箇
所
ほ
ど
に
、
底
本
に
も
、
他
の
諸

本
に
も
見
え
な
い
テ
キ
ス
ト
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
恐
ら
く
、
藝
大
本
は
『
山
鳥
秘
要
録
』
一
冊
本
か
ら
さ
ら
に
抜
き
書
き
し
て
再
編
集
し
た
本
な
の
で
あ
ろ
う
。

本
文
末
尾
の
第
20
葉
裏
～
21
葉
表
に
は
識
語
が
あ
り
、
そ
の
文
言
は
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

安
政
五
歳
次
戊
午
十
二
月
写
（
花
押
）

時
元
治
改
元
甲
子
歳
八
月
中
旬
於
洛
東
知
恩
院
塔
頭
浩
徳
院
遂
書
写
之
功
訖

尾
張
微
臣　

青
木
齋
宮
（
花
押
）

安
政
五
年
は
一
八
五
八
年
、
十
二
月
は
一
八
五
九
年
。
文
久
四
年
・
元
治
元
年
は
一
八
六
四
年
。
こ
こ
に
見
え
る
尾
張
微
臣
青
木
齋
宮
と
は
明
治
初
期
の
司
法
官
で
蔵
書
家

の
青
木
信
寅
の
こ
と
で
あ
る
。

９
、
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
所
蔵
『
呂
律
反
音
事
』
請
求
番
号146

・133

＝
岩
瀬
文
庫
本

全
六
葉
の
比
較
的
薄
い
抄
本
で
あ
り
、
基
本
的
に
底
本
諸
本
の
３
「
半
呂
半
律
の
調
と
い
ふ
事
」
の
条
を
抜
粋
し
、
こ
れ
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
テ
キ
ス
ト
と
音
階
表
を
加
え

た
再
編
集
本
だ
と
言
え
る
。
ま
た
抜
粋
さ
れ
た
本
文
に
は
、
底
本
・
諸
本
と
は
順
序
を
入
れ
替
え
た
部
分
が
あ
る
。

岩
瀬
文
庫
本
の
特
徴
で
あ
る
音
階
の
表
を
、
底
本
の
第
三
十
葉
表
か
ら
始
ま
る
音
階
の
表
と
比
較
す
る
に
、
岩
瀬
文
庫
本
の
表
は
底
本
の
表
を
別
の
形
式
で
示
し
た
も
の

と
見
て
差
し
支
え
な
い
。
岩
瀬
文
庫
本
は
、
特
に
「
反
音
」
と
い
う
理
解
の
難
し
い
転
調
論
に
特
化
し
つ
つ
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
テ
キ
ス
ト
と
図
と
を
補
足
す
る
こ
と
で
、
こ

れ
を
簡
明
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
意
図
で
編
集
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

岩
瀬
文
庫
本
に
は
次
の
よ
う
な
識
語
が
あ
る
。
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一
二

識
語

右
呂
律
反
音
図
雖
為
管
見
之
至
愚
得

所
覃
為
弁
覧
注
之
以
示
子
孫
而
已

　

天
保
二
年
正
月
廿
一
日　

玄
蕃
権
助
安
倍
季
良

こ
れ
に
つ
い
て
「
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
／
古
典
籍
書
誌
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
は
、

筆
蹟
よ
り
見
て
鷹
司
政
通
書
写
本
か
。

「
殿
下
」
は
書
写
者
の
鷹
司
政
通
か
。

と
述
べ
る
。
ま
た
内
題
部
分
に
は
印
が
あ
り
、
こ
れ
に
つ
い
て
同
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
、

印
記
「
楊
梅
公
府
図
書
」（
鷹
司
家
）

と
述
べ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
こ
の
岩
瀬
文
庫
本
は
、
撰
者
の
安
倍
季
良
と
、
彼
と
近
し
い
関
係
に
あ
る
関
白
鷹
司
政
通
と
に
直
接
関
わ
り
の
深
い
書
物
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。

右
に
挙
げ
た
諸
本
以
外
に
、
筆
者
未
見
な
が
ら
勝
林
院
・
金
刀
比
羅
宮
・
米
国
議
会
図
書
館
に
も
同
様
の
抄
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
関
係
諸
本
の
詳
細
に
つ
い
て

は
拙
稿
「
豊
田
市
中
央
図
書
館
蔵
安
倍
季
良
撰
抄
本
『
律
呂
』
に
つ
い
て　

―
解
題
及
び
『
山
鳥
秘
要
抄
』
諸
伝
本
と
の
比
較
―
」（
武
内
恵
美
子
編
『
近
世
日
本
と
楽
の
諸

相
』
京
都
市
立
芸
術
大
学
日
本
伝
統
音
楽
研
究
セ
ン
タ
ー
二
〇
一
九
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
藝
大
本
と
岩
瀬
文
庫
本
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
東
京
藝
術
大
学
附
属
図
書

館
蔵
『
山
鳥
秘
要
録
中
律
呂
之
論
』　

―
解
題
と
翻
刻
」（『
文
化
科
学
研
究
』V

ol.30

中
京
大
学
文
化
科
学
研
究
二
〇
一
九
）、
拙
稿
「
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
所
蔵
江
戸
期
抄
本

『
呂
律
反
音
事
』　

─
翻
刻
と
考
察
」（『
中
京
大
学
図
書
館
学
紀
要
』
第
39
号
二
〇
一
九
）
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
さ
れ
た
い
。

※
本
稿
は
平
成
三
十
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
南
宋
の
文
人
歌
曲
創
作
論
に
お
け
る
転
調
理
論
の
研
究
」（18K

00149

）
の
研
究
成
果
で
あ
る
。

※ 

貴
重
な
資
料
の
閲
覧
を
ご
許
可
下
さ
っ
た
各
所
蔵
機
関
に
こ
の
場
を
借
り
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。
特
に
底
本
の
画
像
化
や
調
査
等
に
ご
協
力
い
た
だ
い
た
豊
田
市
中
央
図

書
館
及
び
同
市
図
書
館
管
理
課
・
文
化
財
課
・
郷
土
資
料
館
・
市
史
編
纂
室
・
教
育
政
策
課
の
関
係
各
位
に
も
お
礼
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
ま
た
貴
重
な
ご
教
示
を

賜
っ
た
本
学
部
の
小
髙
道
子
氏
、
東
京
学
芸
大
学
の
遠
藤
徹
氏
、
京
都
市
立
芸
術
大
学
の
武
内
恵
美
子
氏
、
奈
良
県
教
育
委
員
会
事
務
局
文
化
財
保
存
課
の
山
田
淳
平
氏

に
も
、
こ
の
場
を
借
り
て
篤
く
お
礼
申
し
上
げ
る
。
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一
三

翻
刻
・
校
注

凡
例

・ 

原
則
と
し
て
常
用
字
体
を
用
い
た
。
但
し
、
一
部
底
本
の
表
記
に
従
っ
た
も
の
も
あ
る
。
例
え
ば
「
聲
」
と
「
声
（
異
体
字
）」
は
一
定
の
使
い
分
け
を
し
て
い
る
可
能
性

も
あ
る
よ
う
な
の
で
底
本
の
表
記
に
従
っ
た
。
ま
た
「
一
越
調
」「
壹
越
調
」
は
「
壱
越
調
」
と
す
る
な
ど
、
調
子
の
名
前
も
表
記
を
統
一
し
た
部
分
が
あ
る
。

・
底
本
本
文
に
無
い
句
読
点
、
濁
点
・
半
濁
点
を
補
う
。

・
底
本
の
朱
墨
部
分
は
太
字
を
以
て
表
記
し
た
。

・「

」
は
「
こ
と
」
と
す
る
な
ど
、
合
略
字
は
仮
名
に
起
こ
し
て
表
記
し
た
。

・  「
々
」「
�
」「
ゝ
」「
〳
〵
」
等
の
お
ど
り
字
は
原
則
と
し
て
底
本
に
従
う
が
、
句
読
点
を
跨
ぐ
場
合
な
ど
一
部
本
来
の
文
字
に
改
め
た
箇
所
が
あ
る
（
例
え
ば
「
宮
生
徴
、

�
生
商
」
→
「
宮
生
徴
、
徴
生
商
」）。

・  

割
り
注
（
も
し
く
は
そ
れ
に
準
ず
る
注
）
は
［　
　

］
内
に
収
め
た
。
上
欄
の
頭
注
は
本
文
上
方
に
置
い
た
。

・  

翻
刻
本
文
の
改
行
は
底
本
の
改
行
位
置
に
従
っ
た
。
但
し
割
注
が
次
の
行
に
跨
が
る
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

・
底
本
の
頁
の
切
れ
目
を 

」
を
以
て
示
し
た
。

・
底
本
の
文
字
を
翻
刻
に
於
い
て
改
め
た
箇
所
に
つ
い
て
は
【
校
記
】
で
説
明
を
加
え
た
。

・ 

傍
書
は
で
き
る
限
り
原
本
に
近
い
形
で
記
し
た
。
但
し
小
字
の
傍
書
、
も
し
く
は
い
わ
ゆ
る
「
見
せ
消
ち
」
に
よ
っ
て
本
文
の
誤
字
を
修
正
し
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、

本
文
の
誤
り
を
修
正
し
、
傍
書
や
見
せ
消
ち
は
省
略
し
た
上
で
【
校
記
】
に
そ
の
旨
を
記
し
た
。

・
本
文
の
文
字
の
右
に
添
え
た
※
は
後
に
【
校
記
】
が
、
○
は
後
に
【
注
】
が
あ
る
こ
と
を
そ
れ
ぞ
れ
示
す
。
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一
四

序　
（
第
１
葉
表
～
第
３
葉
表
）

夫
律
呂
の
道
は
其
源
遠
く
天
地
の
自

然
の
理
よ
り
い
で
ゝ
、
す
な
は
ち
天
生
に
し
て

人
造
に
由
に
あ
ら
ず
。
さ
れ
ば
よ
く
弁
ま
へ

知
る
事
ま
こ
と
に
難
き
こ
と
に
ぞ
お
ぼ
へ

侍
る
。
し
か
し
な
が
ら
重
代
の
家
に
生
れ
此

道
を
も
て
奉
公
す
る
も
の
其
本
源
を
し
ら

ざ
れ
ば
芸
道
の
骨
法
あ
る
人
の
さ
か
ひ
に

入
て
た
う
げ
を
こ
え
た
る
と

※

も
ま
こ
と
の

神
妙
の
さ
か
ひ
に
は
至
べ
か
ら
ず
。
季

○

尚
朝
臣
」

の
遺
訓
云
、
息
籠
之
法
有
或
令
息
満
腰

満
臍
。
然
畢
竟
息
籠
有
習
而
無
習
、
唯

可
以
気
為
主
。
気
満
体
則
息
自
実
、
其

於
管
気
至
則
息
自
至
毎
指
息
満
而

覚
当
触
指
頭
。
如
此
則
声
響
自
可
華
麗
。

然
其
華
麗
者
未
免
声
音
用
力
不
可
謂

善
ノ
善
者
。
唯
至
此
関
而
後
初
可
窺
律
声

根
源
耳
。
又
故
人
の
文
に
道
を
た
う
と
ぶ

に
は
心
を
う
る
は
し
く
つ
か
ふ
る
に
あ
り
と
な
り
。」

こ
と
に
律
呂
と
申
は
天
つ
ち
の
声
な
れ
ば
か
へ

す
〴
〵
も
よ
ろ
し
き
す
じ
に
あ
り
た
き
ぞ
か
し
。

よ
か
ら
ん
す
じ
に
心
ざ
し
あ
れ
ば
け
が
れ
た
る
声
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一
五

の
あ
ら
は
れ
ぬ
る
と
心
を
う
べ
し
。
篳
篥
吹
こ
と

ハ
箕

○

裘

※

の
業
な
れ
ば
身
命
を
な
げ
う
ち
て

こ
れ
を
学
び
、
三
伏
の
夏
の
日
玄
冬
の
冬
の
夜

な
く
お
き
ふ
し
に
わ
す
る
ひ
ま
な
く
稽
古
あ
る

べ
し
。
神
楽
以
下
楽
曲
の
至
る
ま
で
夫
々
の
ふ
り

骨
法
を
か
ん
が
へ
、
た
と
へ
ば
人
の
常
に
し
ら
ぬ
曲
」

な
り
と
も
力
の
及
ぶ
ほ
ど
は
修
練
す
べ
し
。

こ
れ
ぞ
忠
節
孝
行
の
誠
の
道
と
心
う
べ
し
。

其
余
力
に
ハ
律
呂
の
本
源
を
考
べ
し
。
扨
こ
そ

律
呂
の
道
の
心
ろ
う

※

べ
き
は
し
〴
〵
を
弁
覧
の

た
よ
り
に
も
と
季

○
資
の
た
め
に
し
る
し
て
あ

た
え
ぬ
。
こ
の
浅
き
流
の
末
を
く
み
て
な
を

渕
源
の
ふ
か
き
を
た
づ
ぬ
ハ
、
徳
音
お
の
づ
か
ら

そ
な
わ
り
て
先
祖
の
こ
ゝ
ろ
も
か
な
ふ
べ
き

こ
と
に
こ
そ
。」

　

文

○

政
十
三
年

　
　

 

あ
き
八
月
こ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　

か
き
つ
け
侍
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　

玄
蕃
権
助
季
良
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一
六

【
校
記
】

※
こ
え
た
る
と
も　
　

底
本
「
と
」
を
小
字
傍
書
と
す
る
が
、
今
諸
本
に
従
い
「
こ
え
た
る
と
も
」
と
す
る
。

※
箕
裘　
　

底
本
・
諸
本
「
裘
」
を
竹
冠
に
求
の
異
体
字
に
作
る
も
今
改
め
る
。

※
心
ろ
う
べ
き　
　

底
本
・
諸
本
「
心
え
べ
き
」
に
作
る
も
、
国
会
図
書
館
本
が
朱
墨
の
小
字
傍
書
に
て
「
う
」
と
修
正
す
る
の
に
従
い
、
今
「
心
う
べ
き
」
に
改
め
る
。

【
注
】

○
季
尚
朝
臣
の
遺
訓　

安
倍
季
尚
撰
『
楽
家
録
』
を
言
う
。『
楽
家
録
』
巻
之
十
一　

第
四
五
「
息
籠
之
法
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

又
息
籠
之
法
有
或
令
息
満
腰
満
臍
。
然
畢
竟
息
籠
有
習
而
無
習
、
唯
可
以
気
為
主
。
気
満
体
則
息
自
実
、
其
於
管
気
至
則
毎
指
息
満
而
声
響
自
可
華
麗
。
然
其
華
麗
有

於
声
音
用
力
未
可
謂
善
善
者
。
唯
至
此
関
而
後
初
可
窺
律
声
根
源
耳
。

〇 

箕
裘　
『
礼
記
』「
学
記
」
に
「
良
冶
之
子
、
必
学
為
裘
、
良
弓
之
子
、
必
学
為
箕
」（
良
冶
の
子
、
必
ず
裘
か
は
ご
ろ
もを
為な

す
を
学
び
、
良
弓
の
子
、
必
ず
箕み

を
為な

す
を
学
ぶ
）
と

あ
る
。
先
祖
伝
来
の
家
業
を
受
け
継
ぐ
こ
と
を
言
う
。

○
季
資　

安
倍
季す
ゑ

資す
け

（
一
八
一
三
～
一
八
六
八
）。
安
倍
季
良
の
息
子
、
天
王
寺
の
楽
家
林
家
か
ら
安
倍
家
の
養
子
と
な
っ
た
。

○
文
政
十
三
年　

一
八
三
〇
年

【
参
考
文
献
】

『
楽
家
録
』
安
倍
季
尚
撰
（
復
刻
日
本
古
典
全
集　

現
代
思
潮
新
社
二
〇
〇
七
）
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一
七

（
目
録
）　
（
第
４
葉
表
～
第
４
葉
裏
）

１
、
古
律
新
律
之
事

２
、
律
呂
名
儀
両
様
に
覚
悟
す
べ
き
事

　

２-

１
、
第
一 

六
律
六
呂
の
事

　

２-

２
、
第
二 

本
朝
音
曲
楽
曲
の
う
へ
に
て
律
音
呂
音
と
云
事

３
、
半
呂
半
律
の
調
と
い
ふ
事

４
、
律

※

七
聲
於
塩
梅
二
声
名
両
説
あ
る
事

５
、
反

※
音
の
事

６
、
本

※

朝
の
書
呂
律
を
陽
陰
と
用
ひ
来
る
説
」

７
、
唐
燕
楽
二
一
八
調
略
図

８
、
伝

※

来
の
調
子
根
元
の
事

９
、
本
朝
の
楽
書
む
か
し
は
廿
八
調
の
儀
所
見
の
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
目

○

録
補
足
）

10
、
跋
一
（
む
か
し
は
か
や
う
に
廿
八
調
の
事
を
）

11
、
跋
二
（
右
一
巻
依
有
恩
命
入
覧
殿
下
鷹
司
殿
之
処
）

12
、
か
へ
し
も
の
の
う
た
の
事

【
校
記
】

※ 

原
文
に
は
条
目
の
番
号
は
な
い
が
、
便
宜
上
１
～
12
の
番
号
を
付
し
た
。
2
「
律
呂
名
儀
両
様
に
覚
悟
す
べ
き
事
」
は
「
第
一 

六
律
六
呂
の
事
」「
第
二 

本
朝
音
曲
の
う

へ
は
律
音
呂
音
と
云
事
」
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
そ
れ
ぞ
れ
２-

１
、
２-

２
と
し
た
。

※
律
七
聲
於
塩
梅
二
声
名
両
説
あ
る
事　
　

後
の
本
文
内
の
題
目
は
「
律
七
聲
塩
梅
の
二
声
名
両
説
之
事
」
と
な
っ
て
い
る
。



国際教養学部論叢　第12巻第 1号

一
八

※
反
音
の
事　
　

後
の
本
文
内
の
題
目
は
「
反
音
之
事
」
と
な
っ
て
い
る
。

※
本
朝
の
書
呂
律
を
陽
陰
と
用
ひ
来
る
説　
　

後
の
本
文
内
の
題
目
は
「
本
朝
呂
律
を
陽
陰
と
用
ひ
来
説
」
と
な
っ
て
い
る
。

※
伝
来
の
調
子
根
元
の
事　
　

後
の
本
文
内
の
題
目
は
「
今
伝
来
調
子
根
元
之
事
」
と
な
っ
て
い
る
。

【
注
】

○ 

目
録
補
足　
「
む
か
し
は
か
や
う
に
廿
八
の
事
を
」（
和
文
）、「
右
一
巻
依
有
恩
命
入
覧
殿
下
鷹
司
殿
之
処
」（
漢
文
）、「
か
へ
し
も
の
の
う
た
の
事
」（
和
文
）
の
各
条
は
、

い
ず
れ
も
巻
頭
目
録
に
そ
の
記
載
が
無
い
。
今
そ
れ
ぞ
れ
仮
に
10
「
跋
一
」、
11
「
跋
二
」、
12
「
か
へ
し
も
の
の
う
た
の
事
」
の
番
号
と
題
目
を
付
し
て
目
録
に
補
足
す

る
。
な
お
、

底
本
・
彦
根
本
・
国
会
図
書
館
本
・
東
北
大
本
は
10
・
11
・
12
を
有
す
。

京
大
本
・
静
嘉
堂
本
は
10
の
み
有
し
、
11
・
12
を
欠
く
。

藝
大
本
・
岩
瀬
文
庫
本
は
そ
も
そ
も
抜
き
書
き
で
あ
る
た
め
10
・
11
・
12
を
全
て
欠
く
。

ち
な
み
に
彦
根
本
の
10
「
跋
一
」
の
前
に
は
、

む
か
し
は
か
や
う
に
廿
八
調
の
事
を
、

と
云
前
に
白
紙
あ
る
は
、
追
て
見
出
す

に
し
た
が
い
書
加
べ
き
の
こ
こ
ろ
組
也

と
書
か
れ
た
紙
片
が
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
。
し
て
み
れ
ば
こ
れ
ら
の
条
は
後
か
ら
追
加
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。 
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一
九

　

１ 

古
律
新
律
の
事　
（
第
５
葉
表
～
第
12
葉
裏
）

三

○

五
要
録
云
、
今
案
古
律
太
簇
新
律

黄
鐘
、
其
声
同
。
中
横
笛
六
孔
、
是
即
今

沙
陀
調
音
也
。

西
園
寺
太
政
大
臣
実
兼
公
阿

○

月
問
答
云
、［
取
要
本
云
弘
安
十
八
四
］

新
古
両
律
不
同
之
事
、
具
被
載
類
聚
、
楽
録
。

件
書
知
是
院
入
道
関
白
被
撰
之
。
彼
禅
閣

妙

○

音
院
御
祖
父
也
。
於
箏
御
師
也
。
律
法
有
」

新
古
両
儀
之
不
同
。
古
律
謂
之
雅
楽
律
、
唐

玄
宗
代
天
宝
十
二
年
以
前
所
用
之
律
也
。

新
律
謂
之
燕
楽
律
、
肅
宗
代
所
改
制

※

之
律
也
。
新
律
高
於
古
律
二
均
、
古
太
簇

今
黄
鍾
、
共
当
横
笛
六
孔
。

冊

○

府
元
亀
云
、
天
宝
十
三
載
七
月
十
四
日
改

諸

※

楽
名
云
云

沈

○

存
中
筆
談
云
、
外
国
之
聲
前
世
自
別

為
四
夷
楽
、
自
唐
天
宝
十
三
載
始
詔
」

法
曲
与
胡
部
合
奏
。
自
此
楽
奏
全
失
古
法
、

以
先
王
之
楽
為
雅
楽
、
前
世
新
声
為
清

楽
、
合
胡
部
者
為
宴
楽
。
古
詩
皆
詠
之

然
後
以
声
依
詠
以
曲
謂
之
協
律
。

私
云
、
本
朝
又
此
法
を
用
ひ
ら
る
。
則
神
楽
は
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二
〇

雅
楽
正
声
に
し
て
祭
祀
に
用
ら
る
。
依
之
用

雅
楽
律
。

唐
楽
は
節
会
以
下
宴
儀
に
用
ひ
ら
る
。
依
之

用
燕
楽
律
。」

雅

○

楽
式
曰
、
凡
諸
楽
横
笛
師
等
不
解
和
笛
不
得

任
用
。
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二
一

新
律
高
於
古
律
二
均
図

　

古
律　

太
笛 

 
 

　
　

新
律　

横
笛

テ 

大
簇　

当
新
律
黄
鍾　
　
　
　

テ 

太
簇

 

姑
洗　

当
新
律
太
簇　
　
　
　

 

姑
洗

丄 
中
呂　

当
新
律
夾
鍾　
　
　
　

丄 

中
呂

夕 
林
鍾　

当
新
律
中
呂　
　
　
　

夕 

林
鐘

中 

南
呂　

当
新
律
林
鐘　
　
　
　

中 

南
呂

六 

黄
鍾　

当
新
律
无
射　
　
　
　

六 

黄
鍾
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二
二

体

○

源
抄
［
太
笛
条
］
橘
元
輔
云
石
清
水
臨
時
祭
明
朝
ニ
ハ

太
笛
ヲ
平
調
ニ
吹
テ
山
城
ヲ
歌
テ
退
出
ル
ナ
リ
ト
云
云

　

私
云
こ
れ
は
古
律
を
も
て
書
た
る
な
り

　

今
世
人
い
た
く
知
ら
ぬ
事
な
り

又

○

曰十
上楽
ノ
品
マ
チ
〳
〵
ニ
ワ
カ
レ
タ
リ
。
今
ノ
神
楽
何
ノ

楽
流
ゾ
ヤ
。
答
、
漢
家
ノ
法
ヲ
案
ズ
ル
ニ
歴
代
の
正

声
ヲ
モ
テ
雅
楽
ト
シ
テ
祭
祀
已
下
ニ
用
ユ
。
古
楽

西
胡
ノ
楽
ヲ
号
ス
。
別
国
ノ
風
俗
ヲ
備
フ
。
今
闢
ノ

神
楽
ハ
本
朝
開
闢
ノ
ソ
ノ
カ
ミ
、
天
照
大
神
之
御
事
」

ヨ
リ
起
レ
リ
。
本
朝
ノ
楽
、
神
楽
ヨ
リ
先
ダ
テ
タ
ル
ハ
ナ

シ
。
是
正
声
為
雅
楽
、
漢
家
ノ
楽
ヲ
奏
セ
シ
ム
、

別
国
ノ
風
俗
ニ
擬
ス
ベ
キ
歟
。

　

私
云
、
此
事
は
大
嘗
会
に
て
其
事
分
明
な
り
。

　

大
嘗
会
卯
日
奏
国
風
四
成
こ
れ
を
む
か
し
よ
り

　

神
楽
哥
と
謂
て
則
神
楽
の
根
に
作
之
。

　

辰
日
巳
日
風
俗
は
楽
曲
を
作
な
り
。
是
賜
宴
羣

　

臣
儀
な
り
。
こ
れ
に
て
雅
曲
燕
楽
の
事
可
知
之
。」

北

○

山
抄
大
嘗
会
卯
日
［
取
要
］
御
大
嘗
宮
御
悠
紀

正
殿
、
先
国
栖
奏
古
風
五
成
、
次
悠
紀
国
奏
国
風

四
成
。［
其
声
似
神
哥
遅
。
主
基
丹
後
国
、
奏
早
哥
云
�
］

辰
日
国
司
率
風
俗
歌
人
等
、
入
自
儀
鸞
門
、
且
歌

参
入
［
儀
式
云
、
国
司
立
前
、
次
音
声
人
、
次
歌
女
、
次
男
。
天
慶
記
、
前
男
廿
人
、
後
女
廿
人
、
楽
人
在
最
後
］

風
俗
ト
モ
又
国
風
ト
云
コ

ト
。

著

○

聞
集
久
安
三
年
十
一
月

卅
日
、
院
に
て
舍
利
講
行

な
ハ
れ
け
り
。
中
畧
。
大

納
言
伊
通
卿
朗
詠
せ
ら
れ
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二
三

奏
風
俗
歌
舞
。［
式

※

云
、
舞
人
八
人
為
列
、
所
司
奏
楽
］

台

○

記
云
、
康
治
元
年
十
一
月
十
八
日
申
招
伶
人
令
奏

悠
記
主
基
新
作
舞
楽
。［
舞
人
楽
人
布
衣
烏
帽
］
云
云

十
六
日
辰
、
知
行
光
房
來
宿
所
云
摂
政
仰
云
節
会
」

可
被
始
之　
　

次
悠
記
国
司
率
風
俗
歌
人
等
［
風
俗
者
新
詠
哥
也
。
以

其
哥
之
心
、
新
造
楽
也
。
依
楽
又
作
舞
、
近
代
不
弁
歌
曲
、
不
知
歌
心
、
猥

作
楽
成
舞
、
自
茲
五
音
不
諧
。
行
事
宮
内
御
経
時
後
朝
臣
、
風
俗
所
音

声
人
、
并
歌
女
、
楽
人
兼
相
従
］
発
参
音
声
［
盤
渉
調
曲
破
吹
物
］
参
入
曻
自
龍
尾
道

東
階
立
庭
中
［
駈
道
東
］
立
定
止
声
次
吹
盤
渉
調
�
子

舞
人
十
人
［
小
忌
垂
纓
浅
沓
］
進
出
当
御
所
間
分
立
東
西
［
東
五
人
、
西
五
人
、

立
定
止
声
］
次
奏
破
舞
、
次
奏
急
同
舞
［
急
間
有
居
舞
乎
、
公
卿
座
有
興
之
由

被
沙
汰
］
次
急
曲
止
更
又
次
同
急
舞
人
退
出
。

主
基
令
奏
風
俗
舞
楽
、
同
悠
記
儀
［
盤
渉
調
曲
也
。
雖
右
奏
左
舞
］

江

○

家
次
第
云
卯
日
御
悠
記
殿
」

悠
記
国
奏
国
風
四
成
［
其
声
似
神
哥
遅
主
基
奏
早
歌
］

辰
日
国
司
奏
風
俗
云
�

私
云
、
か
や
う
に
古
律
新
律
の
事
は
心
得
て
祭

祀
に
ハ
古
律
、
宴
儀
に
ハ
新
律
を
用
る
事
な
り
。

最
新
律
と
て
い
や
し
め
る
事
あ
ら
ず
。
只

本
朝
の
国
風
と
唐
楽
と
の
差
別
な
り
。
唐
楽

の
中
に
彼
国
の
雅
楽
あ
り
、
燕
楽
あ
り
、
又
胡

部
あ
り
、
其
余
新
羅
百
済
高
麗
勃
海
伎

楽
呉
楽
度
羅
楽
林
邑
等
雑
楽
に
至
る
ま
で
」

け
り
。
右
衛
門
督
公
教
季

兼
朝
臣
今
様
を
う
た
ふ
。

中
略
。
左
大
将
多
近
方
に

命
じ
て
国
風
を
う
た
は
せ

ら
れ
け
り
。
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二
四

す
べ
て
雅
楽
寮
に
こ
れ
を
掌
ど
る
。
又

本
朝
の
雅
曲
正
儛
は
謂
に
及
バ
ず
、
雅
楽
寮
の

職
掌
な
り
。
又
本
朝
の
楽
曲
の
中
に
も
雅
曲
と
雑

曲
と
の
品
あ
る
べ
し
。
其
事
枚
挙
に
あ
た
ハ
ず
。

神
※

○

楽
七
聲
図
古
律
平
調　

律　
［
以
大
笛
注
之
］

新
律
当
黄
鍾

篳
篥
六
穴

和
琴 四

二

六
三
一 大

黄
応

無

南
夷林

中
姑

夾
太

宮

太
笛
テ

六
丁

中夕

丄

嬰羽
羽

徴角

嬰商
商
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二
五

右

○

新
律
を
も
て
こ
れ
を
い
ふ
と
き
は
如
左

宮　
　

黄
鍾　
　

篳笛和 

六テ三

　　一 
 

 

商　
　

太
簇　
　

篳笛和 

四 六

嬰
商　

夾
鍾　
　

篳笛和 

一丄○ 
 

 

角　
　

中
呂　
　

篳笛和 

 丄夕 

徴　
　

林
鍾　
　

篳笛和 

丁中二 
 

 

羽　
　

南
呂　
　

篳笛和 

ユ丁四

嬰
羽　

無
射　
　

篳笛和 

凢六○

一　

和

○

琴
ハ
五
声
に
し
ら
べ
笛
篳
篥
ハ
七
声
に
吹
。

一　

唱

○

哥
羽
音
を
不
唱
、
嬰
羽
を
唱
。
笛
篳
篥
。

　
　

こ
れ
に
随
ひ
嬰
羽
を
吹
。
和
琴
ハ
羽
音
を
弾
。

一　

唱

○

哥
嬰
羽
を
刎
。
由
の
時
篳
篥
羽
音
を
吹

※

こ
と

　
　

当
流
の
口
決
、
殊
に
秘
技
の
殊
な
り
。

一　

律

○

七
声
の
外
に

賓
［
古
律
夷
則
］
の
音
あ
り
。
是
は

　
　

呂
の
音
な
り
、
変
徴
な
り
。
但
神
楽
は
唯
律
に

　
　

し
て
、
呂
音
を
ま
じ
へ
た
る
も
の
な
り
。

　
　
　
　

私

○

案
、
大
笛
古
譜
羽
音
を
吹

※

こ
と
あ
り
。
今
」

　
　
　
　

不
吹
之
。
随
哥
節
嬰
羽
を
刎
て
吹
之
。
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二
六

【
校
記
】

※
改
制　

国
会
図
書
館
本
「
改
製
」
に
作
る
。

※
諸
楽
名　

底
本
及
び
諸
本
「
請
楽
名
」
に
作
る
も
『
冊
府
元
亀
』
に
従
い
今
「
諸
楽
名
」
に
改
め
る
。

※
式
云　

底
本
及
び
諸
本
「
或
云
」
に
作
る
も
『
北
山
抄
』
に
従
い
今
「
式
云
」
に
改
め
る
。

※ 

神
楽
七
聲
図
（
円
図
内
「
三
」）　

円
図
内
六
時
方
向
、
和
琴
の
絃
を
示
す
朱
墨
の
「
三
」、
底
本
諸
本
い
ず
れ
も
「
三
」
の
み
と
す
る
も
、
国
会
図
書
館
本
「
三
」
の
右
下

に
「
一
脱
乎
」
の
朱
墨
小
字
傍
書
あ
り
。
今
「
一
」
を
補
う
。
詳
細
は
以
下
の
注
を
参
照
。

※ 

吹
こ
と
（
二
箇
所
）　

底
本
・
国
会
図
書
館
本
・
東
北
大
本
「
吹
も
」
に
作
り
、
彦
根
本
・
京
大
本
・
静
嘉
堂
本
「
吹
こ
と
」（「
こ
と
」
は
合
略
字
）
に
作
る
。
今
「
吹
こ

と
」
に
従
う
。

【
注
】

○
三
五
要
録
云　

藤
原
師
長
撰
『
三
五
要
録
』
巻
六
、「
沙
陀
調
曲
」［
琵
琶
双
調
弾
之
］
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

今
案
古
律
太
簇
新
律
黄
鐘
、
其
声
同
。
中
横
笛
六
孔
、
是
即
今
沙
陀
調
音
也
。
彼
波
与
沙
一
字
誤
歟
。
琵
琶
双
調
弾
之
。

○
阿
月
問
答　

こ
こ
で
言
う
「
阿
月
問
答
」
は
『
音
律
事
［
阿
月
注
進 

西
園
寺
殿
難
破
］』
を
言
う
。
そ
の
「
一　

円
内
不
審
事
」
の
条
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

新
古
両
律
不
同
之
事
、
具
被
載
類
聚
楽
録
。
件
書
知
是
院
入
道
関
白
被
撰
之
。
彼
禅
閣
妙
音
院
御
祖
父
也
。
於
箏
御
師
也
。
且
件
類
聚
楽
六
、
妙
音
院
御
作
之
箏
并

琵
琶
譜
目
六
被
用
。
阿
月
今
称
彼
御
流
既
違
御
説
如
何
。

律
法
有
新
古
両
儀
之
不
同
。
古
律
謂
之
雅
楽
律
、
唐
玄
宗
代
、
天
宝
十
二
年
以
前
所
用
之
律
也
。
新
律
謂
之
燕
楽
律
、
肅
宗
代
所
改
制
之
律
也
。
新
律
高
於
古
律
二

均
、
古
太
簇
今
黄
鍾
、
共
当
横
笛
六
孔
。
如
今
図
者
、
以
乙
音
宛
之
旨
、
既
非
私
調
。
三
五
要
録
文
引
而
載
左
矣
。

○
妙
音 

院
殿　

妙
音
院
大
政
大
臣
藤
原
師
長
（
一
一
三
八
～
一
一
九
二
）
を
言
う
。
２-

２
「
本
朝
音
曲
楽
曲
の
う
へ
に
て
律
音
呂
音
と
云
事
」
及
び
４
「
律
七
聲
塩
梅
の
二

声
名
両
説
の
事
」
の
注
参
照
。

○
冊
府
元
亀　
（
北
宋
）
王
欽
若
等
編
『
冊
府
元
亀
』
巻
五
六
九
「
掌
礼
部
」
作
楽
第
五
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

天
宝
…
（
中
略
）
…
十
三
載
七
月
十
四
日
改
諸
楽
名
。
太
簇
宮
時
号
沙
陁
調
、
太
簇
商
時
号
大
食
調
、
太
簇
羽
時
号
般
渉
調
、
太
簇
角
、
林
鍾
宮
時
号
道
調
…
（
以

下
略
）

○
沈
存
中
筆
談　
（
北
宋
）
沈
括
撰
『
夢
渓
筆
談
』
巻
五
「
楽
律
一
」
の
94
条
か
ら
95
条
に
か
け
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。
な
お
存
中
は
沈
括
の
字
。
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二
七

外
国
之
声
、
前
世
自
別
為
四
夷
楽
。
自
唐
天
宝
十
三
載
、
始
詔
法
曲
与
胡
部
合
奏
。
自
此
楽
奏
全
失
古
法
。
以
先
王
之
楽
為
雅
楽
、
前
世
新
声
為
清
楽
、
合
胡
部
者

為
宴
楽
。

古
詩
皆
詠
之
、
然
後
以
声
依
詠
以
成
曲
、
謂
之
協
律
。

○
雅
楽
式　
『
延
喜
式
』
巻
第
廿
一
「
雅
楽
寮
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

凡
諸
楽
横
笛
師
等
，
不
解
和
笛
，
不
得
任
用
。

○
体
源
抄　

豊
原
統
秋
撰
『
体
源
鈔
』
五
「
太
笛
者　

又
名
長
笛
」
の
条
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

橘
元
輔
云
ク
、
石
清
水
臨
時
祭
明
朝
ニ
ハ
太
笛
ヲ
平
調
ニ
吹
テ
山
城
ヲ
歌
テ
退
出
ル
ナ
リ
ト
云
々
。

○
又
曰　
『
体
源
鈔
』
十
ノ
上
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

問
、
楽
ノ
品
マ
チ
〳
〵
ニ
ワ
カ
レ
タ
リ
、
今
ノ
神
楽
何
ノ
楽
流
ゾ
ヤ
。
答
、
漢
家
ノ
法
ヲ
案
ズ
ル
ニ
歷
代
の
正
声
ヲ
モ
テ
雅
楽
ト
シ
テ
祭
祀
已
下
ニ
用
ユ
。
古
楽
西

胡
ノ
楽
ヲ
号
ス
。
別
国
ノ
風
俗
ヲ
備
フ
。
今
闢
ノ
神
楽
ハ
本
朝
開
闢
ノ
ソ
ノ
カ
ミ
、
天
照
大
神
之
御
事
ヨ
リ
起
レ
リ
。
本
朝
ノ
楽
、
神
楽
ヨ
リ
先
タ
テ
タ
ル
ハ
ナ
シ
。

是
正
声
為
雅
楽
、
漢
家
ノ
楽
ヲ
奏
セ
シ
ム
、
別
国
ノ
風
俗
ニ
擬
ス
ベ
キ
歟
。

○
北
山
抄　

藤
原
公
任
撰
『
北
山
抄
』
巻
第
五
「
大
嘗
会
事
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

大
嘗
会
事
［
承
平
元
年
、
依
法
皇
御
心
喪
中
延
引
、］
卯
日
平
明
、
神
祇
官
班
幣
帛
於
諸
神
…
（
中
略
）
…
御
大
嘗
宮
。
其
道
、
大
蔵
省
鋪
二
幅
布
単
…
（
中
略
）
…
既

御
悠
紀
正
殿
。
小
忌
群
官
着
其
座
。
…
（
中
略
）
…
其
群
官
初
入
、
隼
人
発
吠
声
、
立
定
即
止
。
先
国
栖
奏
古
風
五
成
、［
承
平
記
云
、
其
笛
似
以
指
摩
孔
也
、］
次
悠
紀

国
奏
国
風
四
成
、［
其
声
似
神
哥
遅
、
未
主
基
丹
波
国
、
奏
早
哥
、
云
々
、］
次
語
部
奏
古
詞
、
…
（
中
略
）
…

辰
日
、
卯
刻
、
乘
輿
出
光
範
門
。
…
（
中
略
）
…
于
時
国
司
率
風
俗
哥
人
等
、
入
自
儀
鸞
門
、
且
哥
参
入
、［
儀
式
云
、
国
司
立
前
、
次
音
声
人
、
次
哥
女
、
次
歌
男
。
天

慶
記
云
、
前
男
廿
人
、
後
女
廿
人
、
楽
人
在
最
後
］
立
庭
中
、
哥
人
先
入
幄
、
次
国
司
着
幄
座
…
（
中
略
）
…
乃
奏
風
俗
哥
舞
［
式
云
、
舞
者
八
人
為
列
、
次
所
司
奏
楽
。
新

式
云
、
今
不
奏
］。

○
台
記　

藤
原
頼
長
撰
『
台
記
』「
康
治
元
年
十
一
月
小
［
辛
亥
］」
の
「
廿
日
［
戊
申
］」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

招
伶
人
令
奏
悠
記
、
主
基
新
作
舞
楽
［
舞
人
楽
人
布
衣
烏
帽
］。

ま
た
『
群
書
類
従
』
第
七
輯
巻
第
九
十
四
「
公
事
部
十
六
」
所
收
、
宇
治
左
大
臣
藤
原
頼
長
撰
『
康
治
元
年
大
嘗
会
記
』
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

康
治
元
年
十
一
月
十
六
日
［
甲
辰
］
晴
。
知
行
光
房
来
宿
所
云
、
摂
政
殿
仰
云
、
節
会
可
被
始
也
。
…
（
中
略
）
…

次
悠
記
国
司
率
風
俗
歌
人
等［
風
俗
者
新
詠
歌
也
。
以
其
哥
之
心
、
新
造
楽
也
。
依
楽
又
作
哥
、
近
代
不
弁
歌
曲
、
不
知
歌
心
、
猥
作
楽
成
舞
、
自
茲
五
音
不
諧
。
行
事
宮
内
御
時
俊
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二
八

朝
臣
、
風
俗
所
哥
人
、
音
声
人
、
并
歌
女
、
楽
人
等
相
従
］。
発
参
音
声
［
盤
渉
調
曲
破
吹
物
］
参
入
曻
自
龍
尾
道
東
階
立
庭
中
［
駈
道
東
］
立
定
止
声
。
次
吹
盤
渉
調
調
子
。

舞
人
十
人
［
小
忌
垂
纓
浅
履
］
進
出
当
御
所
間
分
立
東
西
［
東
五
人
、
西
五
人
、
立
定
止
声
］。
次
奏
破
舞
、
次
奏
急
同
舞
［
急
間
有
居
舞
乎
。
公
卿
座
有
興
之
由
被
沙
汰
］。
次

急
曲
止
、
更
又
次
同
急
、
舞
人
退
出
。
…
（
中
略
）
…

令
奏
風
俗
舞
楽
、
宛
同
悠
記
儀
［
盤
渉
調
曲
也
。
雖
右
奏
左
楽 

 

］

○
江
家
次
第　

大
江
匡
房
撰
『
江
家
次
第
』
巻
第
十
五
「
践
祚
」
下
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

卯
日
…
（
中
略
）
…

主
殿
官
人
二
人
秉
燭
［
寛
平
式
云
、
左
右
小
忌
次
将
各
一
人
前
行
云
云
、
而
近
代
無
此
事
］、

御
悠
紀
殿
［
主
上
徒
跣
、
不
著
履
給
、
供
奉
人
亦
同
］
…
（
中
略
）
…

国
栖
奏
古
風
五
成
［
承
平
記
、
其
笛
似
指
摩
孔
歟
］、

悠
紀
国
奏
国
風
四
成
［
基
声
似
神
歌
遅
、
主
基
奏
早
歌
］、
…
（
中
略
）
…

辰
日
…
（
中
略
）
…

二
献　

国
司
奏
風
俗
［
入
自
儀
鸞
門
、
且
哥
参
入
、
国
司
立
前
、
次
音
声
人
、
次
哥
女
、
次
男
、
天
慶
男
廿
人
、
女
廿
人
、
楽
人
在
後
、
先
立
庭
中
、
次
哥
人
入
幄
、
次
国
司
著
幄

座
］、
奏
風
俗
歌
舞
退
出
［
八
人
為
列
、
承
保
十
二
人
］
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二
九

○ 

神
楽
七
聲
図
古
律
平
調　

和
琴
の
絃
（
一
～
六
、
但
し
底
本
「
一
」
を
欠
く
）・
十
二
律
呂
名
（
太
簇
～
大
呂
）・
七
声
名
（
宮
～
嬰
羽
）・
太
笛
音
符
（
テ
～
六
）
を
円
形

に
配
置
し
て
対
応
さ
せ
た
図
。
便
宜
上
こ
れ
を
仮
に
左
右
方
向
に
展
開
さ
せ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
（
円
図
六
時
方
向
の
「
太
簇
・
宮
」
を
起
点
と
す
る
）。

和
琴 

 
 

太
笛

三 

太
簇 

宮 

テ

 
夾
鍾 

 

六 

姑
洗 
商 

 

中
呂 
嬰
商 

丄
 

賓 
 

五 

林
鍾 

角 
夕

 

夷
則 

 

二 

南
呂 

徴 

中

 

無
射 

 

四 

應
鍾 

羽 

丁

 

黄
鍾 

嬰
羽 

六

 

大
呂 

 

こ
の
内
、
十
二
律
呂
上
に
お
け
る
和
琴
の
各
絃
の
調
弦
（
絃
合
）
を
図
示
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
（
便
宜
上
十
二
律
呂
の
和
名
も
添
え
る
）。

黄
鍾

大
呂

太
簇

夾
鍾

姑
洗

中
呂

賓

林
鍾

夷
則

南
呂

無
射

應
鍾

十
二
律
呂

絃

壱
越

断
金

平
調

勝
絶

下
無

双
調

鳧
鐘

黄
鐘

鸞
鏡

盤
渉

神
仙

上
無
（
和
名
）

一二

○

三

○

四

○

五

○

六

○
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三
〇

こ
れ
に
基
づ
き
、
底
本
の
欠
く
和
琴
の
「
一
」
絃
の
位
置
を
検
証
す
る
な
ら
ば
、

　
　

続
く
本
文
の
「
右
新
律
を
も
て
こ
れ
を
い
ふ
と
き
は
如
左
」
の
「
宮　

黄
鍾
」
に
は
「
和　

三
一
」
と
あ
る
こ
と

国
会
図
書
館
本
で
は
「
一
」
の
右
下
に
「
一
脱
乎
」
と
の
朱
墨
書
き
込
み
が
あ
る
こ
と

和
琴
に
お
い
て
は
通
常
「
一
」
絃
と
「
三
」
絃
は
八
度
（
オ
ク
タ
ー
ブ
）
に
調
弦
さ
れ
る
こ
と

以
上
の
点
か
ら
、「
一
」
絃
は
「
三
」
絃
の
八
度
上
の
「
太
簇
」（
清
太
簇
）
に
調
弦
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
八
度
上
の
「
太
簇
」
ま
で
補
足
し
た
上
で
「
一
」

絃
を
加
え
、
こ
の
和
琴
の
調
弦
を
図
示
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

十
二
律

黄
鍾

大
呂

太
簇

夾
鍾

姑
洗

中
呂

賓

林
鍾

夷
則

南
呂

無
射

應
鍾

黄
鍾

大
呂

太
簇

絃

壱
越

断
金

平
調

勝
絶

下
無

双
調

鳧
鐘

黄
鐘

鸞
鏡

盤
渉

神
仙

上
無

壱
越

断
金

平
調

一

○

二

○

三

○

四

○

五

○

六

○
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三
一

○ 

右
新
律
を
も
て
こ
れ
を
い
ふ
と
き
…　

こ
こ
に
言
う
新
律
に
よ
る
七
声
、
即
ち
「
宮
＝
黄
鍾
」「
商
＝
太
簇
」「
嬰
商
＝
夾
鍾
」「
角
＝
中
呂
」「
徴
＝
林
鍾
」「
羽
＝
南
呂
」

「
嬰
羽
＝
無
射
」
を
、
右
の
左
右
方
向
に
展
開
し
た
「
神
楽
七
聲
図
古
律
平
調
」
に
対
応
さ
せ
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る
和
琴
の
絃
（「
三
」
と
「
一
」
は
並
記
）・

太
笛
音
符
・
篳
篥
音
符
を
添
え
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
古
律
平
調
） 

 
 

（
新
律
平
調
）

和
琴 

 
 

太
笛 

 
 

和
琴 

笛 

篳
篥

三 

太
簇 
宮 

テ 

宮 

黄
鍾 

三
一 

テ 

六

 

夾
鍾

六 

姑
洗 

商 
 

商 

太
簇 

六 
 

四

 

中
呂 

嬰
商 
丄 

嬰
商 

夾
鍾 

○ 

丄 

一

 

賓 
 

 

五 

林
鍾 

角 

夕 
角 

中
呂 

 

夕 

丄

 

夷
則 

 
 

二 

南
呂 

徴 

中 

徴 
林
鍾 

二 

中 

丁

 

無
射 

 
 

四 

應
鍾 

羽 

丁 

羽 

南
呂 
四 

丁 

ユ

 

黄
鍾 

嬰
羽 

六 

嬰
羽 

無
射 

○ 

六 

 

大
呂 
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三
二

 

さ
ら
に
右
の
図
に
お
け
る
和
琴
の
「
一
」
絃
と
「
三
」
絃
を
分
離
し
、
十
二
律
呂
に
「
太
簇
」
よ
り
下
の
「
黄
鍾
」「
大
呂
」、
及
び
「
大
呂
」
よ
り
上
の
「
太
簇
」
を
補
っ

た
上
で
、
古
律
と
新
律
と
の
対
応
を
示
す
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

（
古
律
平
調
） 

 
 

（
新
律
平
調
）

和
琴 

 
 

太
笛 

 
 

 

和
琴 　
　

笛 

篳
篥

 

黄
鍾 
嬰
羽 

六 

 

大
呂 

三 

太
簇 

宮 
テ 

宮 

黄
鍾 

三 

テ 

六

 

夾
鍾

六 

姑
洗 

商 
 

商 

太
簇 

六 
 

四

 

中
呂 

嬰
商 

丄 
嬰
商 

夾
鍾 

○ 

丄 

一

 

賓 

五 

林
鍾 

角 

夕 

角 
中
呂 

 

夕 

丄

 

夷
則 

二 

南
呂 

徴 

中 

徴 

林
鍾 
二 

中 

丁

 

無
射 

 

四 

應
鍾 

羽 

丁 

羽 

南
呂 

四 
丁 

ユ

 

黄
鍾 

嬰
羽 

六 

嬰
羽 

無
射 

○ 

六 

 

大
呂 

 

一 

太
簇 

宮 

六 

宮 

黄
鍾 

一 

テ 
六

こ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
古
律
・
新
律
に
よ
る
和
琴
の
調
弦
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
、
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三
三

古
律
に
よ
る
調
弦

　

絃

一

二

三

四

五

六

　

律
呂

太
簇

南
呂

太
簇

應
鍾

林
鍾

姑
洗

　
（
和
名
）

平
調

盤
渉

平
調

上
無

黄
鍾

下
無

新
律
を
以
て
言
う
時

　

絃

一

二

三

四

五

六

　

律
呂

黄
鍾

林
鍾

黄
鍾

南
呂

中
呂

太
簇

　
（
和
名
）

壱
越

黄
鍾

壱
越

盤
渉

双
調

平
調

と
な
る
。
例
え
ば
安
倍
季
尚
撰
『
楽
家
録
』
巻
之
七
「
和
琴
」
第
七
「
和
琴
調
之
法
」
に
、

神
楽
者
黄
鐘
為
宮
以
歌
之
、
故
和
琴
第
三
絃
定
于
孝
昭
而
為
律
之
調
。
其
五
声
之
法
者
商
与
角
羽
与
宮
之
間
二
律
、
其
図
挙
之
左
。
又
曰
、
此
器
持
撥
弾
之
、
然
調

之
時
用
指
也
。

　

二
合　
　

三
合　
　

六
合　
　
　
　
　
　

三
合　
　

三
合

　

商　
　
　

角　
　
　

羽　
　
　

宮　
　
　

徴　
　
　

宮
同

　

六　
　
　

五　
　
　

四　
　
　

三　
　
　

二　
　
　

一

　

太
簇　
　

仲
呂　
　

南
呂　
　

黄
鐘　
　

林
鐘　
　

黄
鍾

 

と
あ
り
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
「
一
絃
＝
黄
鐘
、
二
絃
＝
林
鍾
、
三
絃
＝
黄
鍾
、
四
絃
＝
南
呂
、
五
絃
仲
呂
、
六
絃
＝
太
簇
」
と
い
う
調
弦
は
右
の
新
律
を
以
て
言
う
調
弦

と
一
致
す
る
。

 　

こ
の
「
神
楽
七
声
図
」
と
「
新
律
を
も
て
こ
れ
を
い
ふ
と
き
」
と
が
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
新
律
は
古
律
よ
り
二
律
高
い
た
め
、
古
律
と
新
律
で
同
一
音
高
の
調

弦
を
行
お
う
と
す
れ
ば
、
律
呂
名
自
体
は
二
律
低
い
も
の
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
古
律
は
「
一
」
絃
を
太
簇
（
平
調
）
と
し
て
調

弦
し
て
い
た
が
、
新
律
で
そ
れ
と
同
じ
音
高
で
調
弦
す
る
た
め
に
は
「
一
」
絃
を
二
律
低
い
黄
鍾
（
壱
越
）
と
し
て
調
弦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
「
神
楽
七
声
図
」
は
基
本
的
に
平
調
の
七
声
配
置
を
示
し
て
い
る
が
、
和
琴
は
五
声
で
あ
る
た
め
、
五
声
に
無
い
「
嬰
商
」
と
「
嬰
羽
」
は
空
欄
と
な
っ
て
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三
四

い
る
。
一
方
「
新
律
を
も
て
こ
れ
を
い
ふ
と
き
」
に
於
い
て
は
、「
嬰
商
」
と
「
嬰
羽
」
は
「
○
」
印
を
以
て
示
さ
れ
て
い
る
。

○ 
和
琴
ハ
五
声
に
…　

こ
れ
以
下
の
四
つ
の
注
記
は
、「
右
新
律
を
も
て
こ
れ
を
い
ふ
と
き
…
」に
対
す
る
補
足
の
説
明
で
あ
る
。
右
の
注
で
触
れ
た
と
お
り
、
和
琴
は「
宮
」

「
商
」「
角
」「
徴
」「
羽
」
の
五
声
に
調
弦
さ
れ
る
。
よ
っ
て
こ
こ
で
は
、
和
琴
の
調
弦
に
な
い
「
嬰
商
」
と
「
嬰
羽
」
は
「
○
」
印
を
以
て
示
さ
れ
て
い
る
。
笛
と
篳
篥

は
「
宮
」「
商
」「
嬰
商
」「
角
」「
徴
」「
羽
」「
嬰
羽
」
の
七
声
を
吹
く
こ
と
が
で
き
る
。

○ 

唱
哥
羽
音
を
…　

唱
歌
で
は
「
羽
」
音
を
歌
わ
ず
「
嬰
羽
」
を
歌
う
。
笛
と
篳
篥
は
こ
れ
に
合
わ
せ
て
「
嬰
羽
」
を
吹
く
。
一
方
、
和
琴
の
調
弦
に
は
「
嬰
羽
」
は
な
い

の
で
、
代
わ
り
に
「
羽
」
音
を
弾
い
て
唱
歌
に
合
わ
せ
る
、
と
の
説
明
か
。

○ 

唱
哥
嬰
羽
を
…　

こ
こ
で
は
、
唱
歌
の
際
に
「
羽
」
か
ら
半
音
高
い
「
嬰
羽
」
を
歌
い
、
そ
こ
に
「
ゆ
り
」
の
唱
法
を
用
い
る
際
に
、
篳
篥
は
音
程
を
変
え
ず
に
「
羽
」

の
音
を
そ
の
ま
ま
吹
く
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
安
倍
家
の
秘
伝
と
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
言
う
と
思
わ
れ
る
。
湛
智
撰
『
声
明
用
心
集
』
上
の
三
「
和
国
神
楽
五
音
」
に
、

本
条
の
「
神
楽
七
声
図
古
律
平
調
」
と
同
様
の
和
琴
の
調
弦
を
示
す
円
図
が
引
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、

羽　

由
六
（
下
カ
）

羽　

反
刎
下
（
六
カ
）

及
び
、

商　

由
上
（
五
カ
）

商　

反
刎
下
（
上
カ
）

 

の
よ
う
に
、
二
箇
所
の
「
反
刎
」
の
記
述
が
あ
る
。「
由
」
は
声
明
で
も
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
唱
法
・
裝
飾
音
の
「
ゆ
り
」
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
反
刎
」
は
「
羽
」
よ
り

も
半
音
高
い
「
羽
」、「
商
」
よ
り
も
半
音
高
い
「
商
」
を
そ
れ
ぞ
れ
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

 　

ち
な
み
に
『
阿
月
問
答
』
を
借
り
受
け
た
と
し
て
10
「
跋
一
」
に
言
及
の
あ
る
大
僧
都
宗
渕
の
撰
た
る
『
声
律
羽
位
私
記
』
で
は
、「
楽
家
ノ
山
鳥
秘
要
抄
ニ
云
…
」
の

条
に
「
唱
哥
嬰
羽
ヲ
…
」
の
テ
キ
ス
ト
と
同
円
図
と
を
引
用
し
、「
私
就
楽
家
之
図
以
記
十
二
律
曰
」
と
し
て
、

羽　

由
六

羽　

反
刎
下

及
び
、

商　

由
上

商　

反
刎
下
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三
五

の
部
分
を
そ
れ
ぞ
れ
、

羽　

下

嬰
羽　

六

及
び商　

五

嬰
商　

上

に
修
正
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
羽
反
刎
」
と
「
商
反
刎
」
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
「
嬰
羽
」「
嬰
商
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。

○ 

律
七
声
の
他
…　

こ
こ
に
言
う
こ
こ
ろ
は
、
本
来
の
律
調
の
七
声
に
「
変
徴
」（
こ
こ
で
は

賓
、
古
律
で
は
夷
則
に
相
当
）
を
加
え
た
曲
調
が
あ
り
、
こ
れ
は
本
来
呂
調

に
用
い
ら
れ
る
音
程
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
を
図
示
す
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
ａ
は
律
調
（
平
調
）
の
七
声
の
音
程
配
置
で
あ
る
。
こ
れ
に
「
変
徴
」（

賓
・
太
字
）
を
追
加
し
た
の
が
ｂ
で
あ
る
。
ｃ
は
呂
調
（
壱
越
調
）
の
音
程
配
置
で
あ
り
、
ｂ
に
お
け
る
「
変
徴
＝

賓
」
が
呂
調
に
含
ま
れ
る
音
程
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。

黄
鍾

大
呂

太
簇

夾
鍾

姑
洗

中
呂

賓

林
鍾

夷
則

南
呂

無
射

應
鍾

壱
越

断
金

平
調

勝
絶

下
無

双
調

鳧
鐘

黄
鐘

鸞
鏡

盤
渉

神
仙

上
無

ａ 

律
七
声
（
平
調
）

宮

商

嬰
商

角

徴

羽

嬰
羽

ｂ 

賓
追
加

宮

商

嬰
商

律
角

変
徴

徴

羽

嬰
羽

ｃ 

呂
七
声
（
壱
越
調
）
宮

商

角

変
徴

徴

羽

変
宮

○ 

私
案
、
大
笛
古
譜
…　

唱
歌
が
「
嬰
羽
」
を
歌
う
際
に
篳
篥
と
笛
と
は
「
嬰
羽
」
吹
く
と
右
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
笛
の
古
譜
で
は
「
羽
」
を
吹
く
こ
と
が
あ
る
こ

と
を
指
摘
す
る
案
語
で
あ
る
。
ま
た
現
在
で
は
「
羽
」
は
吹
か
ず
、
歌
節
に
合
わ
せ
て
「
羽
」
よ
り
半
音
高
い
「
嬰
羽
」
に
「
刎
」
ね
て
吹
く
こ
と
も
補
足
さ
れ
て
い
る
。

（
頭
注
）

○
著
聞
集　

橘
成
季
撰
『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
六
「
管
絃
歌
舞
」
第
七
、
二
八
三
「
久
安
三
年
十
一
月
、
鳥
羽
院
に
て
舍
利
講
並
び
に
御
游
の
事
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

同
じ
き
三
年
十
一
月
三
十
日
、、
院
に
て
舍
利
講
を
お
こ
な
は
れ
け
り
。
人
々
参
り
て
後
、
信
西
を
も
て
平
調
盤
渉
調
の
間
、
定
め
申
す
べ
き
よ
し
仰
せ
ら
れ
け
れ

ば
、
…
（
中
略
）
…
大
納
言
伊
通
卿
、
朗
詠
せ
ら
れ
け
り
。
右
衛
門
の
督
公
教
季
兼
朝
臣
。
今
様
を
う
た
ふ
。
次
に
壱
越
調
、
ま
た
盤
渉
調
の
曲
な
ど
も
あ
り
け
り
。
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三
六

左
大
将
、
多
近
方
に
命
じ
て
国
風
を
う
た
は
せ
ら
れ
け
り
。

【
参
考
文
献
】

『
三
五
要
録
』
藤
原
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長
撰
（
書
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部
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、
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。
国
文
学
研
究
資
料
館
デ
ジ
タ
ル
画
に
よ
る
）、

『
三
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』
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原
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八
・
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書
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宋
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延
喜
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社
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〇
一
七
）

『
延
喜
式
』
上
下　

藤
原
忠
平
等
編
（『
神
道
大
系　

古
典
編
』
十
一
・
十
二
、
神
道
大
系
編
纂
会
一
九
九
一
）

『
延
喜
式
』
全
四
冊　

藤
原
忠
平
等
編
（
復
刻
日
本
古
典
全
集　

現
代
思
潮
新
社
一
九
七
八
）

『
体
源
抄
』
全
四
冊　

豊
原
統
秋
撰
（
復
刻
日
本
古
典
全
集　

現
代
思
潮
社
一
九
七
八
）

『
北
山
抄
』
藤
原
公
任
撰
（『
神
道
大
系　

朝
儀
祭
祀
編
』
三
、
神
道
大
系
編
纂
会
一
九
九
二
）

『
北
山
抄
』
藤
原
公
任
撰
（『
新
訂
増
補　

故
実
叢
書
』
第
三
十
三
『
内
裏
儀
式
・
内
裏
儀
式
疑
義
辨
・
内
裏
式
・
儀
式
・
北
山
抄
』、
明
治
図
書
出
版
・
吉
川
弘
文
館
一
九
五
二
）

『
台
記
』
藤
原
頼
長
撰
（『
史
料
纂
集
』、
続
群
書
類
従
完
成
会
一
九
七
六
）

『
台
記
』
藤
原
頼
長
撰
（『
史
料
大
成
』、
臨
川
書
店
一
九
六
五
）

『
康
治
元
年
大
嘗
会
記
』
藤
原
頼
長
撰
（『
群
書
類
従
』
第
七
輯
「
公
事
部
十
六
」
巻
第
九
十
四
所
収
、
続
群
書
類
従
完
成
会
一
九
二
九
）

『
江
家
次
第
』
大
江
匡
房
撰
（『
神
道
大
系　

朝
儀
祭
祀
編
』
四
、
神
道
大
系
編
纂
会
一
九
九
一
）

『
声
明
用
心
集
』
湛
智
撰
（『
続
天
台
宗
全
書　

法
儀
１　

声
明
表
白
類
聚
』
所
収
、
天
台
宗
典
編
纂
所
一
九
九
九
）

『
声
明
用
心
集
』
湛
智
撰
（
書
陵
部
蔵
、266

・889

、
国
文
学
研
究
資
料
館
デ
ジ
タ
ル
画
像
に
よ
る
）



豊田市中央図書館蔵安倍季良撰『律呂（山鳥秘要抄）』翻刻校注（一）

三
七

『
古
今
著
聞
集
』
橘
成
季
撰
、
永
積
安
明
・
島
田
勇
雄
校
注
、
日
本
古
典
文
学
大
系
84
、
岩
波
書
店
一
九
六
六
）

『
古
今
著
聞
集
』
上
下　

橘
成
季
撰
、
西
尾
光
一
・
小
林
保
治
校
注
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
新
潮
社
一
九
八
三
）
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三
八

　

２ 

律
呂
名
儀
両
様
に
覚
悟
す
べ
き
事　
（
第
13
葉
表
～
第
17
葉
裏)

２-

１ 

第
一 

六
律
六
呂
之
事

私
云
、
律
呂
ハ
則
陰
陽
の
声
に
し
て
陽

を
律
と
し
陰
を
呂
と
す
。
是
律
呂
の

本
源
也
。
こ
の
ゆ
へ
に
黄
鍾　

太
簇

姑
洗　

賓　

夷
則　

無
射

　
　

以
上
是
を
六
律
と
す

大
呂　

夾
鍾　

中
呂　

林
鍾
」

南
呂　

応
鍾　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上
是
を

六
呂
と
す
。
此
六
律
六
呂
ハ
天
地
自
然
の
声
也
。

楽

○

書
要
録
云
［
上
畧
］
声
不
虛
立
因
器
乃
見
。

故
制
律
呂
以
紀
名
焉
。
十
二
律
者
天
地
之
気
十

二
月
之
声
也
。
循
環
無
窮
、
自
然
恒
数
、
雖
大

極
未
兆
而
冥
理
存
焉
。
然
象
無
形
難
以
文
載
、

雖
仮
以
分
寸
之
数
粗
可
存
其
大
畧
、
自
非
手

操
口
詠
耳
聴
心
思
、
則
音
律
之
源
未
可
窮

也
。
故
蔡
雍

※

月

○

令
章
句
云
、
古
之
為
鍾
律
者
」

以
耳
斉
其
声
、
後
人
不
能
、
則
仮
数
以

正
其
度
。
度
数
正
則
音
亦
正
矣
。
以
度

量
者
可
以
文
載
口
伝
与
衆
共
知
、
然

不
如
耳
決
之
明
也
。
此
識
知
音
之
至

言
入
妙
之
通
論
也
。
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三
九

楽

○

書
要
録
曰
、
大

○

載
礼
曰
、
聖
人
慎
守
日
月

之
数
、
以
審
星
辰
之
行
、
以
序
四
時
之
順
逆
、

謂
之
暦
。
截
十
二
管
、
以
察
八
音
之
上
下
清

濁
、
謂
之
律
。
律
暦
逓
相
理
、
其
間
不
容
髪
。」

律

○

暦
志
曰
、
律
有
十
二
、
陽
六
為
律
、
以
統

気
類
物
。
一
曰
黄
鍾
、
二
曰
太
簇
、
三
曰
姑

洗
、
四
曰

賓
、
五
曰
夷
則
、
六
曰
無
射
。
陰
六

為
呂
、
以
旅
陽
宣
気
。
一
曰
林
鍾
、
二
曰
南
呂
、

三
曰
応
鍾
、
四
曰
大
呂
、
五
曰
夾
鍾
、
六
曰
中
呂
、

黄
帝
使
伶
倫
自
大
夏
之
西
崑
崙
之
陰
、

取
竹
之
解
谷
［
孟
康
曰
解
脱
也
。
谷
竹
溝
也
。
取
竹
之
脱
無
溝
節
者
也
。
一
説
曰
崑
崙
之
北
谷
名
也
］

生
其
竅
厚
均
者
［
応
劭
曰
生
者
理
之
也
。
竅
孔
也
。
孟
康
曰
竹
孔
与
肉
厚
薄
等
也
］、

断
両
節
間
而
吹
之
、
以
為
黄
鍾
之
宮
、
制
十
」

二
筩
以
聴
鳳
凰
之
鳴
。
其
雄
鳴
為
六
、
雌
鳴

亦
六
、
以
比
黄
鍾
之
宮
而
皆
可
以
生
之
。
是

為
律
本
、
聖
化
之
代
、
天
地
之
気
、
合
以
生

風
、
天
地
之
風
気
正
、
十
二
律
定
。

三

○

礼
義
宗
曰
、
十
二
律
者
謂
陽
管
有
六
、
陰

管
有
六
、
凡
有
十
二
、
配
之
十
二
辰
、
故
有
十
二
律
。

子
為
黄
鍾
、
丑
為
大
呂
、
寅
為
太
簇
、
卯
為
夾

鍾
、
辰
為
姑
洗
、
巳
為
中
呂
、
午
為

賓
、
未
為

林
鍾
、
申
為
夷
則
、
酉
為
南
呂
、
戌
為
無
射
、
亥
」

為
応
鍾
。
陽
六
為
律
、
黄
鍾
、
太
簇
、
姑
洗
、
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四
〇

賓
、
夷
則
、
無
射
、
此
六
者
陽
月
之
管
、
謂

之
律
。
律
者
法
也
。
言
陽
気
施
生
、
各
有

其
法
。
一
義
云
、
律
者
帥
也
。
所
以
帥
導

陽
気
、
使
之
通
達
。
陰
六
為
呂
、
大
呂
、
応
鍾
、

南
呂
、
林
鍾
、
中
呂
、
夾
鍾
、
此
六
陰
月
之
管
、
謂

之
呂
。
呂
者
助
也
。
所
以
助

※
○

朋或
本
陰
之
陽
成
功
也
。
一
義

云
、
呂
者
侶
也
。
所
以
対
律
導
気
、
与
之
為

侶
也
。」

又
小
陰
陽
大
陰
陽
之
説
有
之
。

朱

○

子
語
類
曰
、
楽
律
自
黄
鍾
至
中
呂
皆
属

陽
、
自

賓
至
応
鍾
皆
属
陰
。
此
是
一

箇
大
陰
陽
。
黄
鍾
為
陽
、
大
呂
為
陰
、
太
簇

為
陽
、
夾
鍾
為
陰
、
每
一
陽
間
一
陰
、
又
是

一
箇
小
陰
陽
云
�
。

季

○

尚
朝
臣
云
、
所
謂
小
陰
陽
者
、
陰
陽
互
相

交
成
次
第
者
也
。
尭
舜
法
求
一
律
之
実
数
、

損
益
之
三
分
而
益
者
為
陽
、
損
者
為
陰
。」

蓋
陽
伸
陰
屈
、
是
理
当
然
者
也
。
其
所

謂
大
陰
陽
者
、
初
六
管
為
陽
、
終
六

管
為
陰
、
則
陽
管
或
属
陰
［

賓
夷
則

無
射
是
也
］、
陰
管
或
属
陽
［
大
呂
夾
鍾
仲
呂
是
也
］。
然
則

只
似
強
分
大
陰
陽
也
。
予
疑
於
是
有

年
、
今
以
所
制
銅
管
考
其
声
而

体
○

源
抄
云
、
古
書
云
呂
ハ

距
也
。
陰
陽
之
気
ニ
諧

テ
時
有
テ
相
距
ク
コ
ト
明

ス
。
陽
出
ル
時
則
除
ル
。

陰
曻
レ
バ
則
陽
損
ト
言
ヘ

リ
。
故
相
距
也
。

杜

○

氏
通
典
上
略
呂
者
助

也
。
所
以
助
陽
成
功
。
体

○

源
抄
云
続
後
書
云
律
者
術

也
。
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四
一

始
有
覚
也
。
盖
陽
律
中
之
陰
管
者
、

陰
而
有
陽
声
、
陰
呂
中

※

之
陽
管
者
、
陽

※

有
陰
声
矣
。
以
其
声
相
応
可
識
之
。
自
」

陽
律
生
陰
呂
者
、
其
声
柔
相
応
［
自

賓
已

下
六
管
］、
自
陰
呂
生
陽
律
者
、
其
声
剛

相
応
［
自
中
呂
已
下
六
管
］。
是
所
謂
一
箇
大
陰
陽

而
所
以
律
呂
分
矣
。

私

※

云
大
陰
陽
小
陰
陽
ノ
コ
ト
ハ
、
陰
陽
楽
互
相
交
次
第
ヲ
成
ヲ
小
陰
陽
ト
云
。

上
六
律
ヲ
陽
ト
シ
下
六
律
ヲ
陰
ト
ス
。
大
陰
陽
ト
云
。
此
事
ハ
三
分
損
益
ヨ
リ
如

此
ナ
ル
コ
ト
ナ
リ
。
三
分
損
一
下
生
陰
律
、
三
分
益
一
上
生
陽
律
。
是
ニ
テ
六
陰

陽
ト
ナ
ル
ナ
リ
。

　
　
　
黄
鍾
下
生
林
鍾
　
林
鍾
上
生

※
大
簇
　
大
簇
下
生
南
呂

　
　
　
南
呂
上
生
姑
洗
　
姑
洗
下
生

※

応
鍾
　
応
鍾
上
生

賓
」

　
　
　

賓
上
生
大
呂
　
大
呂
下
生
夷
則
　
夷
則
上
生
夾
鍾

　
　
　
夾
鍾
下
生
無
射
　
無
射
上
生
中
呂

賓
ヨ
リ
大
呂
ヲ
生
ズ
ル
ハ
陰
律
ナ
レ
ド
モ
上
生
ス
ル
ナ
リ
。
周

○

礼
云

黄
鍾
初
九
下
生
林
鍾
初
六
、
林
鍾
又
上
生
大
簇
九
二
、
大
簇
又
下

※

生
南

呂
六
二
、
南
呂
又
上
生
姑
洗
九
三
、
姑
洗
又
下
生
応
鍾
六
三
、
応
鐘
又
上

※

生

賓
九
四
、

賓
又
上
生
大
呂
六
四
、
大
呂
又
下
生
夷
則
九
五
、
夷
則
又
上

※

生

夾
鍾
六
五
、
夾
鍾
又
下
生
無
射
上
九
、
無
射
又
上
生
中
呂
上
六
。

　
　
　
　
　
如
此
陰
律
ト
イ
ヘ
ド
モ
上
生
ハ
陽
ナ
リ
。
又
陽
律
ト
イ
ヘ
ド
モ
下
生
ハ

　
　
　
　
　
陰
ナ
リ
。
依
之
長
短
為
次
第
、
大
陰
陽
ト
ナ
ル
ナ
リ
。
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四
二

【
校
記
】

※ 
蔡
雍
月
令
章
句　
『
月
令
章
句
』
は
（
後
漢
）
蔡
邕
の
撰
で
あ
る
が
、『
山
鳥
秘
要
抄
』
諸
本
い
ず
れ
も
「
雍
」
に
作
る
。
所
引
の
『
楽
書
要
録
』
が
「
蔡
雍
」
に
作
る
の

に
従
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

※ 

助
朋
成
功
也　

彦
根
本
・
藝
大
本
を
除
く
諸
本
及
び
底
本
、
い
ず
れ
も
「
朋
」
の
右
に
「
或
本
陰
之
陽
」
の
小
字
傍
書
あ
り
。

※ 

陰
呂
中
之　

底
本
及
び
諸
本
い
ず
れ
も
「
陰
呂
之
中
」
に
作
り
、
藝
大
本
は
「
陰
呂
中
」
に
作
る
。
安
倍
季
尚
撰
『
楽
家
録
』
は
同
じ
箇
所
を
「
陰
呂
中
之
」
に
作
る
。

今
『
楽
家
録
』
に
従
い
「
陰
呂
中
之
」
に
改
め
る
。

※ 

陽
有
陰
声　

底
本
及
び
諸
本
い
ず
れ
も
「
陽
有
陰
声
」
に
作
る
。
藝
大
本
、
及
び
『
楽
家
録
』
の
引
用
箇
所
は
「
陽
而
有
陰
声
」
に
作
る
。

（
朱
墨
）

※
私
云
大
陰
陽
小
陰
陽　

京
大
本
・
静
嘉
堂
本
は
「
私
云
大
陰
陽
小
陰
陽
ノ
コ
ト
ハ
」
以
下
「
大
陰
陽
ト
ナ
ル
ナ
リ
」
に
至
る
朱
墨
部
分
を
欠
く
。

※  

林
鍾
上
生
大
簇　

底
本
・
彦
根
本
・
東
北
大
本
「
林
鍾
上
大
簇
」
に
作
る
も
今
「
上
生
」
に
改
め
る
。
国
会
図
書
館
本
「
上
」
に
作
る
も
右
下
に
朱
墨
で
「
生
」
の
小
字

傍
書
あ
り
。

※  

姑
洗
下
生
応
鍾　

底
本
・
彦
根
本
・
東
北
大
本
「
姑
洗
下
応
鍾
」
に
作
る
も
今
「
下
生
」
に
改
め
る
。
国
会
図
書
館
本
「
下
」
に
作
る
も
右
下
に
朱
墨
で
「
生
」
の
小
字

傍
書
あ
り
。

※
太
簇
又
下
生
南
呂　

底
本
・
彦
根
本
・
東
北
大
本
「
太
簇
又
生
下
南
呂
」
に
作
る
も
今
「
下
生
」
に
改
め
る
。
藝
大
本
「
生
下
」
を
「
下
生
」
に
作
る
。

※  

応
鍾
又
上
生

賓　

底
本
・
彦
根
本
・
東
北
大
本
「
応
鍾
又
生

賓
」
に
作
る
も
今
「
上
生
」
に
改
め
る
。
国
会
図
書
館
本
「
生
」
に
作
る
も
右
上
に
朱
墨
で
「
上
」
の

小
字
傍
書
あ
り
。
藝
大
本
「
生
」
を
「
上
生
」
に
作
る
。

※  

夷
則
又
上
生
夾
鍾　

底
本
・
彦
根
本
・
東
北
大
本
「
夷
則
又
上
夾
鍾
」
に
作
る
も
今
「
上
生
」
に
改
め
る
。
国
会
図
書
館
本
「
上
」
に
作
る
も
右
下
に
朱
墨
で
「
生
」
の

小
字
傍
書
あ
り
。
藝
大
本
「
上
」
を
「
上
生
」
に
作
る
。

【
注
】

○ 

楽
書
要
録　
『
楽
書
要
録
』は
唐
の
武
則
天
の
命
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
楽
理
書
で
、
中
国
で
は
既
に
散
逸
し
た
が
、
八
世
紀
に
吉
備
真
備
に
よ
り
我
が
国
に
伝
え
ら
れ
、
巻

第
五
・
巻
第
六
・
巻
第
七
が
存
す
る
。
こ
こ
に
引
か
れ
る
『
月
令
章
句
』『
大
戴
礼
』『
律
暦
志
』『
三
礼
義
宗
』
は
そ
れ
ぞ
れ
の
書
物
か
ら
直
接
引
用
さ
れ
た
も
の
で
は
な
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四
三

く
、
季
良
が
『
楽
書
要
録
』
本
文
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
楽
書
要
録
』
巻
第
五
「
辨
音
声　

審
声
源
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

仮
使
天
地
之
気
噫
而
為
風
、
速
則
声
上
、
徐
則
声
下
、
調
則
声
中
、
雖
復
衆
調
煩
多
、
其
率
不
過
十
二
、
声
不
虚
立
、
因
器
乃
見
。
故
制
律
呂
以
紀
名
焉
。
十
二
律

者
天
地
之
気
、
十
二
月
之
声
也
。
循
環
無
窮
、
自
然
恒
数
、
雖
大
極
未
兆
而
冥
理
存
焉
。
然
象
無
形
難
以
文
載
、
雖
仮
以
分
寸
之
数
粗
可
存
其
大
略
、
自
非
手
操
口

詠
耳
聴
心
思
、
則
音
律
之
源
未
可
窮
也
。
故
蔡
雍
月
令
章
句
云
、
古
之
為
鐘
律
者
、
以
耳
斉
其
声
、
後
人
不
能
、
則
仮
数
以
正
其
度
。
度
数
正
則
音
亦
正
矣
。
以
度

量
者
可
以
文
載
口
伝
与
衆
共
知
、
然
不
如
耳
決
之
明
也
。
此
識
知
音
之
至
言
、
入
妙
之
通
論
也
。

○ 

月
令
章
句　
（
後
漢
）
蔡
邕
撰
『
月
令
章
句
』、
逸
書
。『
続
漢
書
』
志
第
一
「
律
暦
上
」
に
、

殿
中
候
、
用
玉
律
十
二
。
惟
二
至
乃
候
霊
台
、
用
竹
六
十
。
候
日
如
其
暦
。

と
あ
り
、
そ
の
劉
昭
注
に
、

月
令
章
句
曰
、
古
之
為
鍾
律
者
、
以
耳
斉
其
声
。
後
人
不
能
、
則
仮
数
以
正
其
度
。
度
数
正
則
音
亦
正
矣
。
鍾
以
斤
両
尺
寸
中
所
容
受
升
斗
之
数
為
法
、
律
亦
以
寸

分
長
短
為
度
。
故
曰
黄
鍾
之
管
長
九
寸
、
径
三
分
、
囲
九
分
、
其
余
皆
補
短
、
雖
大
小
囲
数
無
増
減
。
以
度
量
者
可
以
文
載
口
伝
、
与
衆
共
知
、
然
不
如
耳
決
之
明

也
。

と
あ
る
。

○
楽
書
要
録　
『
楽
書
要
録
』
巻
第
六
「
紀
律
呂
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

大
載
礼
曰
、
聖
人
慎
守
日
月
之
数
、
以
審
星
辰
之
行
、
以
序
四
時
之
順
逆
、
謂
之
暦
。
截
十
二
管
、
以
察
八
音
之
上
下
清
濁
、
謂
之
律
。
律
暦
逓
相
理
、
其
間
不
容

髪
。

律
暦
志
曰
、
律
有
十
二
、
陽
六
為
律
、
以
統
気
類
物
。
一
曰
黄
鐘
、
二
曰
太
簇
、
三
曰
姑
洗
、
四
曰

賓
、
五
曰
夷
則
、
六
曰
無
射
。
陰
六
為
呂
、
以
旅
陽
宣
気
。

一
曰
林
鐘
、
二
曰
南
呂
、
三
曰
応
鐘
、
四
曰
大
呂
、
五
曰
夾
鐘
、
六
曰
中
呂
、
黄
帝
使
伶
倫
自
大
夏
之
西
［
応
劭
曰
、
大
夏
西
戎
之
国
也
］
崑
崙
之
陰
、
取
竹
之
解
谷

［
孟
康
曰
、
解
脱
也
。
谷
竹
溝
也
。
取
竹
之
脱
無
溝
節
者
也
。
一
説
曰
崑
崙
之
北
谷
名
也
］、
生
其
竅
厚
均
者
［
応
劭
曰
生
者
理
之
也
。
竅
孔
也
。
孟
康
曰
竹
孔
与
肉
厚
薄
等
也
］、
断

両
節
間
而
吹
之
、
以
為
黄
鐘
之
宮
、
制
十
二
筩
以
聴
鳳
凰
之
鳴
。
其
雄
鳴
為
六
、
雌
鳴
亦
六
、
以
比
黄
鐘
之
宮
、
而
皆
可
以
生
之
。
是
為
律
本
、
聖
化
之
代
、
天
地

之
気
、
合
以
生
風
、
天
地
之
風
気
正
、
十
二
律
定
。

三
礼
義
宗
曰
、
十
二
律
者
謂
陽
管
有
六
、
陰
管
有
六
、
凡
有
十
二
、
配
之
十
二
辰
、
故
有
十
二
律
。
子
為
黄
鐘
、
丑
為
大
呂
、
寅
為
太
簇
、
卯
為
夾
鐘
、
辰
為
姑
洗
、

巳
為
中
呂
、
午
為

賓
、
未
為
林
鐘
、
申
為
夷
則
、
酉
為
南
呂
、
戌
為
無
射
、
亥
為
応
鐘
。
陽
六
為
律
、
黄
鐘
、
太
簇
、
姑
洗
、

賓
、
夷
則
、
無
射
、
此
六
者
陽
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四

月
之
管
、
謂
之
律
。
律
者
法
也
。
言
陽
気
施
生
、
各
有
其
法
。
一
義
云
、
律
者
帥
也
。
所
以
帥
導
陽
気
、
使
之
通
達
。
陰
六
為
呂
、
大
呂
、
応
鐘
、
南
呂
、
林
鐘
、

中
呂
、
夾
鐘
、
此
六
陰
月
之
管
、
謂
之
呂
。
呂
者
助
也
。
所
以
助
陽
成
功
也
。
一
義
云
、
呂
者
侶
也
。
所
以
対
律
導
気
、
与
之
為
侶
也
。

○
大
載
礼　
（
前
漢
）
戴
徳
撰
『
大
戴
礼
記
』「
曾
子
天
円
」
第
五
十
八
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

聖
人
慎
守
日
月
之
数
，
以
察
星
辰
之
行
，
以
序
四
時
之
順
逆
，
謂
之
暦
。
截
十
二
管
，
以
索
八
音
之
上
下
清
濁
，
謂
之
律
也
。
律
居
陰
而
治
陽
，
暦
居
陽
而
治
陰
，

律
暦
迭
相
治
也
。
其
間
不
容
髪
。

○
律
暦
志　
『
漢
書
』
巻
二
十
一
上
「
律
暦
第
一
上
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

五
声
之
本
、
生
於
黃
鐘
之
律
。
九
寸
為
宮
、
或
損
或
益
、
以
定
商
、
角
、
徵
、
羽
。
九
六
相
生
、
陰
陽
之
応
也
。
律
十
有
二
、
陽
六
為
律
、
陰
六
為
呂
。
律
以
統
気

類
物
、
一
曰
黃
鐘
、
二
曰
太
族
、
三
曰
姑
洗
、
四
曰

賓
、
五
曰
夷
則
、
六
曰
亡
射
。
呂
以
旅
陽
宣
気
、
一
曰
林
鐘
、
二
曰
南
呂
、
三
曰
応
鐘
、
四
曰
大
呂
、
五
曰

夾
鐘
、
六
曰
中
呂
。
有
三
統
之
義
焉
。
其
伝
曰
、
黃
帝
之
所
作
也
。
黃
帝
使
泠
綸
、
自
大
夏
之
西
、
昆
侖
之
陰
、
取
竹
之
解
谷
生
、
其
竅
厚
均
者
、
断
両
節
間
而
吹

之
、
以
為
黃
鐘
之
宮
。
制
十
二
筩
以
聴
鳳
之
鳴
、
其
雄
鳴
為
六
、
雌
鳴
亦
六
、
比
黃
鐘
之
宮
、
而
皆
可
以
生
之
、
是
為
律
本
。
至
治
之
世
、
天
地
之
気
合
以
生
風
。

天
地
之
風
気
正
、
十
二
律
定
。

○ 

三
礼
義
宗　
（
粱
）
崔
霊
恩
撰
『
三
礼
義
宗
』、
佚
書
。
こ
の
佚
文
は
『
楽
書
要
録
』
に
の
み
見
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
高
瀬
澄
子
氏
は
『「
楽
書
要
録
」
の
研
究
』
第
二
節

に
於
い
て
、

『
玉
函
山
房
輯
佚
書
』
に
は
「
三
礼
義
宗
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、『
楽
書
要
録
』
に
お
け
る
「
三
礼
義
宗
」
の
引
用
す
る
文
章
は
ほ
と
ん
ど
見
当
た
ら
な
い
。『
玉

函
山
房
輯
佚
書
続
編
三
種
』
収
録
の
「
三
礼
義
宗
」
に
は
部
分
的
に
一
致
す
る
文
章
が
見
い
だ
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
典
拠
は
主
に
『
五
行
大
義
』
で
あ
る
の
で
、

本
章
で
は
『
五
行
大
義
』
の
ほ
う
を
参
照
し
た
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
尚
、『
三
礼
義
宗
』
の
佚
文
は
『
漢
魏
遺
書
鈔
』
に
も
採
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
も
『
楽
書
要
録
』
所
引
と
一
致
す
る
も
の
は
無
い
。

○ 

助
朋
成
功
也　

底
本
及
び
諸
本
（
但
し
彦
根
本
と
藝
大
本
を
除
く
）
に
は
「
助
朋
成
功
」
の
右
に
「
或
本
陰
之
陽
」（
或
る
本
は
陰
の
陽
）
の
小
字
傍
書
あ
り
。
但
し
『
山

鳥
秘
要
抄
』
諸
本
に
本
文
を
「
助
陽
成
功
」
に
作
る
も
の
は
な
い
。『
楽
書
要
録
』
本
文
が
こ
こ
を
「
助
陽
成
功
」
に
作
る
た
め
、
そ
の
こ
と
を
記
し
た
も
の
か
。

○ 

朱
子
語
類　
『
朱
子
語
類
』
巻
第
九
十
二
「
楽
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

楽
律
自
黄
鍾
至
中
呂
皆
属
陽
、
自

賓
至
応
鍾
皆
属
陰
、
此
是
一
箇
大
陰
陽
。
黄
鍾
為
陽
、
大
呂
為
陰
、
太
簇
為
陽
、
夾
鍾
為
陰
、
毎
一
陽
間
一
陰
、
又
是
一
箇
小

陰
陽
。

○ 

季
尚
朝
臣
云　

安
倍
季
尚
撰
『
楽
家
録
』
巻
三
十
三
「
本
朝
律
管
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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四
五

第
四　

小
陰
陽
大
陰
陽
之
説

朱
子
語
類
曰
、
楽
律
自
黄
鐘
至
仲
呂
皆
属
陽
、
自

賓
至
応
鐘
皆
属
陰
、
此
是
一
箇
大
陰
陽
。
黄
鐘
為
陽
、
大
呂
為
陰
、
太
簇
為
陽
、
夾
鐘
為
陰
、
毎
一
陽
間
一
陰
、

又
是
一
箇
小
陰
陽
。
云
云

愚
案
所
謂
小
陰
陽
者
、
陰
陽
互
相
交
成
次
第
者
也
。
算
法
求
一
律
之
実
数
、
損
益
之
三
分
而
益
者
為
陽
、
損
者
為
陰
。
蓋
陽
伸
陰
屈
、
是
理
当
然
者
也
。
其
所

謂
大
陰
陽
者
、
初
六
管
為
陽
、
終
六
管
為
陰
、
則
陽
管
或
属
陰
［

賓
夷
則
無
射
是
也
］、
陰
管
或
属
陽
［
大
呂
夾
鍾
仲
呂
是
也
］。
然
則
只
似
強
分
大
陰
陽
也
。
予

疑
於
是
有
年
、
今
以
所
制
銅
管
考
其
声
而
始
有
覚
也
。
蓋
陽
律
中
之
陰
管
者
、
陰
而
有
陽
声
、
陰
呂
中
之
陽
管
者
、
陽
而
有
陰
声
矣
。
以
所
其
声
相
応
可
識
之
。

自
陽
律
生
陰
呂
者
、
其
声
柔
相
応
［
自

賓
已
下
六
管
］、
自
陰
呂
生
陽
律
者
、
其
声
剛
相
応
［
自
中
呂
已
下
六
管
］、
是
所
謂
一
箇
大
陰
陽
而
所
以
律
呂
分
矣
。

 

前
注
の
『
朱
子
語
類
』
の
一
段
は
『
朱
子
語
類
』
か
ら
直
接
引
用
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
『
楽
家
録
』
の
「
朱
子
語
類
曰
…
…
」
以
下
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
か
。

（
朱
墨
）

○ 

周
礼
云　
『
周
礼
』
の
該
当
部
分
は
「
春
官
宗
伯
」、「
楽
師
」
の
「
師
掌
六
律
六
同
以
合
陰
陽
之
聲
」
の
鄭
玄
注
。『
周
礼
』
鄭
注
と
季
良
の
引
用
と
の
異
同
を
明
ら
か
に

す
る
た
め
、
鄭
注
を
上
段
、
季
良
を
下
段
に
置
い
て
比
較
す
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。

周
礼
鄭
玄
注 

季
良

其
相
生
則
以
陰
陽
六
体
為
之
。

黄
鍾
初
九
也
。
下
生
林
鍾
之
初
六 

黄
鍾
初
九
下
生
林
鍾
初
六

林
鍾
又
上
生
大
蔟
之
九
二 

林
鍾
又
上
生
大
簇
九
二

大
蔟
又
下
生
南
呂
之
六
二 

大
簇
又
下
生
南
呂
六
二

南
呂
又
上
生
姑
洗
之
九
三 

南
呂
又
上
生
姑
洗
九
三

姑
洗
又
下
生
応
鍾
之
六
三 

姑
洗
又
下
生
応
鍾
六
三

応
鍾
又
上
生

賓
之
九
四 

応
鍾
又
上
生

賓
九
四
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四
六

賓
又
下
生
大
呂
之
六
四 

賓
又
上
生
大
呂
六
四

大
呂
又
上
生
夷
則
之
九
五 

大
呂
又
下
生
夷
則
九
五

夷
則
又
下
生
夾
鍾
之
六
五 

夷
則
又
上
生
夾
鍾
六
五

夾
鍾
又
上
生
無
射
之
上
九 

夾
鍾
又
下
生
無
射
上
九

無
射
又
下
生
中
呂
之
上
六 

無
射
又
上
生
中
呂
上
六  

 

傍
線
を
以
て
示
し
た
箇
所
で
鄭
注
と
季
良
の
「
上
生
」
と
「
下
生
」
が
逆
転
し
て
い
る
こ
と
、
即
ち
季
良
が
「

賓
→
大
呂
」
で
下
生
（
三
分
損
一
）
を
行
わ
ず
に
上
生

（
三
分
益
一
）
を
行
い
、
八
度
内
で
三
分
損
益
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
は
『
周
礼
』
が
旋
宮
図
の
方
式
で
三
分
損
益
を
単
純
に
繰
り
返
す
記
述
に
な
っ
て
い

る
の
に
対
し
て
、
季
良
が
意
を
以
て
下
生
と
上
生
を
転
換
し
、
八
度
内
で
三
分
損
益
を
行
う
方
式
を
採
っ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（
頭
注
）

○
体
源
抄　

豊
原
統
秋
撰
『
体
源
鈔
』
十
ノ
下
「
呂
律
事
」
の
条
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

三
礼
義
宗
ニ
云
ク
、
…
（
中
略
）
…
亦
呂
ハ
距
也
、
陰
陽
之
気
ニ
諧
テ
時
有
テ
相
距
グ
コ
ト
明
ス
。
陽
出
ル
時
ハ
則
陰
除
カ
ル
。
陰
曻
レ
バ
則
陽
損
ト
云
リ
、
故
ニ

相
距
意
ア
リ
。

○
杜
氏
通
典　
（
唐
）
杜
佑
撰
『
通
典
』
巻
一
百
四
十
三
「
楽
三
」
の
「
十
二
律
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

此
六
者
陰
月
之
管
、
謂
之
為
呂
［
呂
者
助
也
。
所
以
助
陽
成
功
也
］

○
体
源
抄　
『
体
源
鈔
』
十
ノ
下
「
呂
律
事
」
の
条
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

続
後
漢
書
云
、
律
ハ
術
也
。
白
虎
通
云
ク
、
正
三
五
七
九
十
一
月
六
律
ト
ス
。
二
四
六
八
十
十
二
月
六
呂
ト
ス
。
漢
書
云
、
律
ハ
術
也
。

【
参
考
文
献
】

『「
楽
書
要
録
」
の
研
究
』
高
瀬
澄
子
著
（
コ
ン
テ
ン
ツ
ワ
ー
ク
スBookPark

二
〇
〇
七
）

『《
楽
書
要
録
》
研
究
』
趙
玉
卿
著
（
中
央
音
楽
学
院
出
版
社
二
〇
〇
四
）
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四
七

『
朱
子
語
類
』
全
八
冊
（
宋
）
黎
靖
徳
編
、
王
星
賢
点
校
（
理
学
叢
書
、
中
華
書
局
二
〇
一
一
）

『
朱
子
語
類
彙
校
』
全
十
冊
（
宋
）
黄
士
毅
編
、
徐
時
儀
・
楊
艶
彙
校
（
上
海
古
籍
出
版
社
二
〇
一
六
）

『
漢
書
』（
後
漢
）
班
固
撰
、（
唐
）
顏
師
古
注
（
中
華
書
局
二
〇
一
六
、
校
点
本
）

『
大
戴
礼
記
補
注　

附
校
正
孔
氏
大
戴
礼
記
補
注
』（
前
漢
）
戴
徳
撰
、（
清
）
孔
廣
森
撰
、
王
豊
先　

点
校
（
十
三
経
清
人
注
疏
、
中
華
書
局
二
〇
一
八
）

『
大
戴
礼
記
』（
前
漢
）
戴
徳
撰
、
栗
原
圭
介
著
（
新
釈
漢
文
大
系
１
１
３
、
明
治
書
院
一
九
九
一
）

『
後
漢
書
』（
宋
）
范
曄
撰
、（
唐
）
李
賢
等
注
（
中
華
書
局
二
〇
一
四
、
校
点
本
）

『
楽
家
録
』
安
倍
季
尚
撰
（
復
刻
日
本
古
典
全
集　

現
代
思
潮
新
社
二
〇
〇
七
）

『
体
源
抄
』
全
四
冊　

豊
原
統
秋
撰
（
復
刻
日
本
古
典
全
集　

現
代
思
潮
社
一
九
七
八
）

『
通
典
』（
唐
）
杜
佑
撰
（
新
興
書
局
一
九
六
三
、
影
印
本
）

『
通
典
』（
唐
）
杜
佑
撰
（
中
華
書
局
一
九
八
八
、
校
点
本
）
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四
八

２-

２ 

第
二 

本
朝
音
曲
楽
曲
の
う
へ
に
て
律
音
呂
音

 

と
云
事　
（
第
18
葉
表
～
第
22
葉
表
）

私
云
、
本

○

朝
音
曲
楽
曲
の
う
へ
律
音
呂
音

と
云
ハ
又
一
つ
の
習
な
り
。
是
は
も
ろ
こ
し

の
音
に
見
ゆ
る
律
呂
と
は
別
の
習
な
り
。

此
事
混
し
ぬ
れ
ば
甚
だ
ま
と
ひ
出
来
て

さ
と
し
が
た
し
。
さ
れ
ば
後
西
園
寺
太
政
大
臣

実
○

兼
公
の
書
せ
給
ふ
音
律
の
ふ
み
に
も
呂

哥
の
条
に
は
［
非
六
律
六
呂
之
呂
、
楽
曲
音
曲
等
之
呂
也
］
又
一
つ
の
条
」

に
は
［
依
六
律
六
呂
図
之
］
か
や
う
に
注
さ

※

し

め
給
な
り
。
と
か
く
律
呂
の
名
儀
ハ
両

様
を
覚
悟
す
べ
し
。

本

○

朝
に
て
呂
音
と
云
は
七
聲
相
生
の
次
第

も
ろ
こ
し
の
相
生
と

※

か
わ
る
事
な
し
。
宮
生

徴
、
徴
生
商
、
商
生
羽
、
羽
生
角
、
角
生
変
宮
、

変
宮
生
変
徴
、
如
此
各
歷
八
相
生
也
。［
歷
八
相
生
す
る
事
を
尋
常
に
ハ

順
八
逆
六
と
云
習
せ
り
］

此

○

呂
調
ハ
壱
越
調 

双
調 

太
食
調
也
。」
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四
九

宮

［
隔
一
律
］

商

［
隔
一
律
］

角

［
隔
一
律
］

徴変

徴

［
隔
一
律
］

羽

［
隔
一
律
］

宮変

壱
越

黄
鍾

太
簇

姑
洗

賓

林
鍾

南
呂

応
鍾

太
食

太
簇

姑
洗

賓

夷
則

南
呂

応
鍾

大
呂

双
調

中
呂

林
鍾

南
呂

応
鍾

黄
鍾

太
簇

姑
洗

以
上
呂
の
七
声
と
い
ふ
。
琵
琶
箏
し
ら
べ
如
此
。

但
太
食
調
は
半

○

呂
半
律
に
し
ら
ぶ
。
壱
越
調

双
調
は
楽
曲
は
半
呂
半
律
な
り
。

其
半
呂
半
律
に
な
る
子
細
は
く
わ
し
く
は
」

奥
に
注
し
ぬ
。

本

○

朝
に
て
律
音
と
云
は
七
声
相
生
の
次
第
も
ろ

こ
し
の
相
生
の
法
と
異
な
り
、
宮
生
徴
、
徴
生
商
、

商
生
羽
。
扨
商
に
相
次
て
一
律
高
き
律
を
嬰
商

と
し
て
嬰
商
生
嬰
羽
、
嬰
羽
生
角
な
り
。
是
を

律
の
調
法
と
し
て
律
音
と
云
な
り
。
但
此
相
生

唐
の
法
に
異
な
る
と
て
故
人
多
こ
れ
を
難
ず
。
然
れ

ど
も
其
真
実
は
唐
の
相
生
の
法
也
。
是
深
き
」

口
伝
あ
り
。
く
わ
し
く
は
奥
に
注
し
ぬ
。

此

○

律
調
ハ
平
調 

黄
鍾
調 

盤
渉
調
也
。
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五
〇

角

徴変

宮変

宮

［
隔
一
律
］

商

商嬰

［
隔
一
律
］

角

［
隔
一
律
］

徴

［
隔
一
律
］

羽

羽嬰

［
隔
一
律
］

平
調

太
簇

姑
洗

中
呂

林
鍾

南
呂

応
鍾

黄
鍾

黄
鍾

林
鍾

南
呂

无
射

黄
鍾

太
簇

姑
洗

中
呂

盤
渉

南
呂

応
鍾

黄
鍾

大
簇

姑
洗

賓

林
鍾

右
朱
書
は
妙

○

音
院
大
政
大
臣
師
長
公

の
御
流
也
。
く
わ
し
き
子
細
ハ
奥
に
注
し
ぬ
。」

彼
御
流
に
お
き
て
は
嬰
商
嬰
羽
の
名

を
立
ず
。
律
調
に
て
も
や
は
り
変
徴

変
宮
の
名
を
立
た
り
。
然
れ
バ
楽
道

の
家
に
生
る
る
も
の
は
此
両
流
を
慥

に
覚
悟
す
べ
し
。

　

以
上
律
の
七
声
と
い
ふ

扨
此

○

律
の
七
声
の
法
は
名
は
我
朝
に
て
立

た
れ
ど
其
実
ハ
唐
の
法
也
。
宮
調
［
呂
］

羽
調
［
律
］
商
調
［
半
呂
半
律
］
如
此
可
覚
悟
。」

楽
曲
に
お
き
て
分
明
な
る
事
な
り
。

調
子
の
名
博

○

雅
卿
譜
十
三
ヶ
調
あ
り
。

壱
越
調
、
壱
越
、
性
調
、
沙
陀
調
、
平
調
、
太
食

調
、
乞
食
調
、
性
調
、
道
調
、
双
調
、
黄
鐘
調
、



豊田市中央図書館蔵安倍季良撰『律呂（山鳥秘要抄）』翻刻校注（一）

五
一

水
調
、
盤
渉
調
、
角
調
。

又
三

○

五
要
録
、
仁

○

智
要
録
、
秦

○

箏
要
録
、
類

○

箏
治
要
、
三

○

五
中
録
等
十
ヶ
調
あ
り
。

当

○

家
篳
篥
抄
又
同
之
。

壱
越
調
、
沙
陀
調
、
平
調
、
太
食
調
、
乞
食
調
、」

性
調
、
双
調
、
黄
鐘
調
、
水
調
、
盤
渉
調
、

以
上
調
子
の
事
説
�
あ
り
と
い
へ
ど
も
先
六

調
の
呂
律
と
半
呂
半
律
の
事
を
申
な
り
。

こ
の
大
意
を
得
て
余
の
調
子
の
事
を

考
へ
し
。

扨
此
律
の
し
ら
べ
次
第
相
生
に
秘
事
あ
り
。
是

○

ハ

嬰
商
よ
り
相
生
す
る
時
は
次
第
皆
順
八
逆
六

の
相
生
に
か
な
へ
り
。
先
其
次
第
を
申
べ
し
。

嬰
商 

嬰
羽 

角 

宮 

徴 

商 

羽
と
」

次
第
に
生
ず
る
な
り
。
嬰
商
と
ハ
宮
声
に
て
宮
は
則

羽
に
あ
た
れ
り
。
是
深
き
口
伝
な
り
。
声

○
明
用

心
集
云
、
悉
曇
蔵
笛
五
音
自
角
相
生
、
終
于

羽
位
、
主
有
五
条
、
各
分
律
呂
云
�
。
只
五
音
を

云
と
き
ハ
角
宮
徴
商
羽
と
相
生
す
る
な
り
。

又

○

妙
音
院
殿
御
流
に
て
云
と
き
は
角
変
宮

変
徴
宮
徴
商
羽
と
。
如
此
次
第
に
生
な
り
。

其
実
は
是
同
じ
。
只
名
の
違
ひ
ば

※

か
り
な
り
。
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五
二

【
校
記
】

※ 
注
さ
し
め　

底
本
・
彦
根
本
・
京
大
本
・
静
嘉
堂
本
・
東
北
大
本
い
ず
れ
も
「
注
ら
し
め
」
に
作
る
。
国
会
図
書
館
本
は
「
注
ら
し
め
」
に
作
る
も
「
ら
」
の
右
に
朱
墨

で
「
さ
」
の
小
字
傍
書
あ
り
。
藝
大
本
は
「
注
シ
メ
玉
ナ
リ
」
に
作
る
。
今
国
会
図
書
館
本
に
従
い
「
注
さ
し
め
」
に
改
め
る
。

※ 

相
生
と　

底
本
「
相
生
を
」
に
作
る
。
彦
根
本
・
京
大
本
「
相
生
と
」
に
作
り
、
藝
大
本
「
相
生
ヲ
」
に
作
る
も
そ
の
右
に
「
ト
歟
」
と
の
小
字
傍
書
が
あ
る
。
今
彦
根

本
・
京
大
本
・
藝
大
本
に
従
い
「
相
生
と
」
に
改
め
る
。

※ 

違
ひ
ば
か
り
な
り　

底
本
・
諸
本
「
只
名
の
違
ひ
ば
か
り
な
り
」
に
作
る
。
藝
大
本
は
「
只
名
ノ
ミ
違
ヒ
ワ
カ
ツ
ナ
リ
」
に
作
る
も
、
今
底
本
に
従
う
。
静
嘉
堂
本
の
み

こ
の
部
分
は
他
の
諸
本
と
本
文
が
異
な
り
、「
妙
音
陰
殿
御
流
に
て
云
と
き
如
左
。
角
、
変
宮
、
変
徴
、
宮
、
徴
、
商
、
羽
」を
頭
注
に
置
く
。
ま
た
こ
れ
に
続
く
底
本
の

「
如
此
次
第
に
～
違
ひ
ば
か
り
な
り
」
を
欠
き
、
同
じ
箇
所
に
は
、

本
体
七
声
を
云
と
き
ハ
、
前
に
注
し
た
る
ご
と
く
嬰
商
よ
り
始
め
羽
の
位
に
て
終
る
べ
し
。
是
を
よ
く
覚
悟
す
べ
し
。
伴
侶
半
律
の
し
ら
べ
と
云
も
皆
此
道
理
也
。

能
く
考
へ
知
べ
し
。

と
あ
る
。

【
注
】

○
本
朝
音
曲
楽
曲　

本
条
の
本
文
及
び
図
表
の
内
容
は
安
倍
季
尚
撰
『
楽
家
録
』
巻
之
三
十
五
「
声
調
考
正
」
第
三
「
本
朝
五
声
及
七
声
之
図
」
と
関
係
が
深
い
。

○ 

実
兼
公
の
書
せ
給
ふ
音
律
の
ふ
み　

罫
線
西
園
寺
実
兼
抄
出
『
音
律
事　

愚
抄
』
の
「
一　

呂
七
声
次
第
事
」
の
条
に
実
兼
に
よ
る
、

非
六
律
六
呂
之
呂
。
楽
曲
音
曲
等
之
呂
也
。
所
謂
双
調
壱
越
調
等
之
類
也
。

と
の
割
り
注
が
あ
る
。
ま
た
「
一　

律
七
声
次
第
事
」
の
条
に
は
同
様
に
、

非
六
律
六
呂
之
律
。
楽
曲
音
曲
等
之
律
也
。
所
謂
平
調
盤
渉
調
等
之
類
也
。

と
の
割
り
注
が
あ
る
。
ま
た
「
一　

七
声
事
」
の
条
に
は
実
兼
に
よ
る
、

依
六
律
六
呂
図
之
。
先
分
別
十
二
律
。
其
上
可
辨
七
声
。
三
五
要
録
云
、
若
不
知
十
二
均
、
争
辨
律
呂
宮
商
哉
。

と
の
割
り
注
が
あ
り
、「
七
声
相
生
次
第
」
の
条
に
は
同
様
に
、

依
六
律
六
呂
図
之
。
楽
曲
声
明
之
時
呂
音
。

と
の
割
り
注
が
あ
る
。
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五
三

○ 

本
朝
に
て
呂
音
と
云
は　

こ
こ
に
言
う
こ
こ
ろ
は
、
本
朝
の
「
呂
調
」
は
中
国
の
七
声
と
同
じ
く
、
三
分
損
益
の
生
成
順
の
一
番
目
か
ら
七
番
目
の
音
程
か
ら
成
る
、
と

い
う
こ
と
。
今
、「
宮
」
を
起
点
に
三
分
損
益
（
順
八
逆
六
）
の
生
成
順
を
示
す
な
ら
ば
、

宮　

→　

徴　

→　

商　

→　

羽　

→　

角　

→　

変
宮　

→　

変
徴

と
な
る
。
こ
こ
で
生
成
し
た
音
を
音
程
順
に
配
列
し
、
中
国
の
七
声
の
「
宮
調
式
」
と
並
置
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
同
一
の
音
程
配
置
と
な
る
。

呂　

調

宮

商

角

 

変
徴

徴

羽

 

変
宮

宮
調
式

宮

商

角

 

変
徴

徴

羽

 

変
宮

「
も
ろ
こ
し
の
相
生
と
か
わ
る
事
な
し
」
と
言
え
る
所
以
で
あ
る
。

○ 

此
呂
調
ハ　
「
呂
調
」
に
属
す
る
「
壱
越
調
」「
太
食
調
」「
双
調
」
の
七
声
の
音
程
配
置
を
示
し
た
図
。
そ
れ
ぞ
れ
「
宮
」「
商
」「
角
」「
変
徴
」「
徴
」「
羽
」「
変
宮
」
の

七
声
に
対
応
す
る
律
呂
名
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
表
を
十
二
律
呂
を
以
て
図
示
す
る
な
ら
ば
、

宮

商

角

変
徴

徴

羽

変
宮

壱
越

黄
鍾

大
呂

太
簇

夾
鍾

姑
洗

中
呂

賓

林
鍾

夷
則

南
呂

無
射

応
鍾

太
食

太
簇

夾
鍾

姑
洗

中
呂

賓

林
鍾

夷
則

南
呂

無
射

応
鍾

黄
鍾

大
呂

双
調

仲
呂

賓

林
鍾

夷
則

南
呂

無
射

応
鍾

黄
鍾

大
呂

太
簇

夾
鍾

姑
洗

と
な
る
。
こ
れ
を
逆
に
、
七
声
を
十
二
律
呂
上
に
展
開
す
る
形
で
図
示
す
る
な
ら
ば
、

黄

大

太

夾

姑

中

林

夷

南

無

応

黄

大

太

夾

姑

中

壱
越

宮

商

角

変
徴

徴

羽

変
宮

太
食

宮

商

角

変
徴

徴

羽

変
宮

双
調

宮

商

角

変
徴

徴

羽

変
宮
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五
四

と
な
る
。

○ 
半
呂
半
律　
「
呂
調
」
で
あ
り
な
が
ら
一
部
「
律
調
」
の
音
程
を
使
用
す
る
調
を
言
う
。
次
の
３
「
半
呂
半
律
の
調
と
い
ふ
事
」
の
条
に
お
い
て
「
呂
兼
律
而
為
半
呂
半

律
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
調
を
「
呂
調
」
と
並
置
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

呂　

調

宮

商

角

変
徴

徴

羽

変
宮

半
呂
半
律

宮

商

角

律
角

徴

羽

変
宮

ま
た
こ
の
「
呂
兼
律
」
の
「
半
呂
半
律
」
は
、
次
に
示
す
如
く
、
中
国
の
七
声
の
「
徴
調
式
」
と
同
一
で
あ
る
。

呂
兼
律

宮

商

呂
角

律
角

徴

羽

変
宮

徴
調
式

徴

羽

変
宮

宮

商

角

変
徴

詳
細
は
３
「
半
呂
半
律
の
調
と
い
ふ
事
」
を
参
照
。

○ 

本
朝
に
て
律
音
と
云
は　

こ
こ
に
言
う
こ
こ
ろ
は
、
本
朝
の
「
律
調
」
は
、
中
国
の
七
声
の
三
分
損
益
の
生
成
順
と
は
異
な
る
音
程
か
ら
成
る
、
と
い
う
こ
と
。
今
「
律

調
」
の
「
宮
」
を
起
点
に
三
分
損
益
（
順
八
逆
六
）
そ
行
う
な
ら
ば
、
次
に
図
示
す
る
如
く
、
三
回
目
ま
で
の
三
分
損
益
で
「
宮
」「
徴
」「
商
」
が
生
じ
る
も
の
の
、
四

回
目
の
三
分
益
一
で
は
「
嬰
商
」
が
生
じ
な
い
。

律　

調

宮

商

嬰
商

律
角

徴

羽

嬰
羽

１

２

３

４

５
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五
五

そ
こ
で
本
文
で
は
、

宮　

→　

徴　

→　

商　

→　

羽

ま
で
三
分
損
益
を
行
っ
た
後
、「
商
」
か
ら
一
律
高
い
「
嬰
商
」
に
転
じ
そ
こ
か
ら
三
分
損
益
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

嬰
商　

→　

嬰
羽　

→　

角

を
求
め
る
、
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
得
ら
れ
た
「
律
調
」
を
「
羽
調
式
」
と
並
置
す
る
な
ら
ば
、

律　

調

宮

商

嬰
商

律
角

徴

羽

嬰
羽

羽
調
式

羽

変
宮

宮

商

角

変
徴

徴

 

と
な
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
一
見
「
唐
の
相
生
の
法
」
と
は
異
な
る
よ
う
に
見
え
て
も
、
そ
の
実
は
「
唐
の
相
生
の
法
」
に
よ
り
同
じ
も
の
（
即
ち
三
分
損
益
で
成
立

し
た
七
声
の
羽
調
式
）
が
作
れ
る
、
と
い
う
こ
と
。「
其
真
実
は
唐
の
相
生
の
法
な
り
」
と
言
え
る
所
以
で
あ
る
。

○ 

此
律
調
ハ　

律
調
に
属
す
る
「
平
調
」「
黄
鍾
調
」「
盤
渉
調
」
の
七
声
の
音
程
配
置
を
示
し
た
図
。
そ
れ
ぞ
れ
「
宮
」「
商
」「
嬰
商
」「
角
」「
徴
」「
羽
」「
嬰
羽
」
の
七

声
に
対
応
す
る
律
呂
名
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
表
を
十
二
律
呂
を
以
て
図
示
す
る
な
ら
ば
、

宮

商

嬰
商

角

徴

羽

嬰
羽

平
調

太
簇

夾
鍾

姑
洗

中
呂

賓

林
鍾

夷
則

南
呂

無
射

応
鍾

黄
鍾

大
呂

黄
鍾

林
鍾

夷
則

南
呂

無
射

応
鍾

黄
鍾

大
呂

太
簇

夾
鍾

姑
洗

中
呂

賓

盤
渉

南
呂

無
射

応
鍾

黄
鍾

大
呂

太
簇

夾
鍾

姑
洗

中
呂

賓

林
鍾

夷
則

と
な
る
。
こ
れ
を
逆
に
、
十
二
律
呂
上
に
七
声
を
展
開
す
る
形
で
図
示
す
る
な
ら
ば
、

太

夾

姑

中

林

夷

南

無

応

黄

大

太

夾

姑

中

林

平
調

宮

商

嬰
商

角

徴

羽

嬰
羽

黄
鍾

宮

商

嬰
商

角

徴

羽

嬰
羽

盤
渉

宮

商

嬰
商

角

徴

羽

嬰
羽
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五
六

と
な
る
。

○ 
妙
音
院
大
政
大
臣
師
長
公
の
御
流　

藤
原
師
長（
一
一
三
八
～
一
一
九
二
）、
平
安
時
代
の
雅
楽
家
。
従
一
位
太
政
大
臣
、
妙
音
院
太
相
国
と
号
す
。
琵
琶
や
箏
を
よ
く
し
、

『
三
五
要
録
』『
仁
智
要
録
』
を
著
し
た
。
こ
こ
に
言
う
師
長
公
の
御
流
と
は
、「
律
調
」
の
七
声
音
名
に
中
国
の
七
声
と
同
じ
「
宮
」「
商
」「
角
」「
変
徴
」「
徴
」「
羽
」

「
変
宮
」
を
用
い
る
方
式
を
言
う
。
尋
常
の
七
声
が
五
声
「
宮
」「
商
」「
角
」「
徴
」「
羽
」
に
日
本
式
の
「
嬰
商
」「
嬰
羽
」
を
加
え
て
律
調
の
七
声
音
名
と
し
て
い
る
の

に
対
し
て
、
師
長
公
の
御
流
で
は
中
国
の
七
声
の
名
称
を
そ
の
ま
ま
用
い
つ
つ
日
本
の
「
律
調
」
を
表
示
す
る
。
両
者
の
違
い
は
、
中
国
の
七
声
に
な
い
音
程
に
対
し
て

新
た
な
名
称
を
与
え
る
か
、
中
国
の
七
声
の
名
称
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
律
調
の
音
程
に
順
番
に
当
て
は
め
る
か
に
あ
る
と
言
え
る
。
こ
こ
に
朱
墨
で
示
さ
れ
た
師
長
公
の

御
流
を
同
様
に
図
示
す
る
な
ら
ば
、

太

夾

姑

中

林

夷

南

無

応

黄

大

太

夾

姑

中

林

平
調

宮

商

角

変
徴

徴

羽

変
宮

黄
鍾

宮

商

角

変
徴

徴

羽

変
宮

盤
渉

宮

商

角

変
徴

徴

羽

変
宮

と
な
る
。
名
称
の
違
い
の
み
で
音
程
配
置
は
当
然
同
一
で
あ
る
。
４
「
律
七
聲
塩
梅
の
二
声
名
両
説
の
事
」
の
注
も
参
照
。

○ 

此
律
の
七
声
の
法
は　

右
の
「
本
朝
に
て
呂
音
と
云
は
」「
本
朝
に
て
律
音
と
云
は
」「
半
呂
半
分
律
」
の
注
で
触
れ
た
如
く
、
本
朝
の
「
呂
調
」「
律
調
」「
半
呂
半
律
」

は
名
称
の
違
い
の
み
で
、
そ
れ
ぞ
れ
中
国
の
七
声
の
「
宮
調
式
」「
羽
調
式
」「
商
調
式
」
と
同
一
の
音
程
配
置
で
あ
る
。
こ
れ
を
図
示
す
る
な
ら
ば
、

呂　

調

宮

商

角

変
徴

徴

羽

変
宮

宮
調
式

宮

商

角

変
徴

徴

羽

変
宮

律　

調

宮

商

嬰
商

律
角

徴

羽

嬰
羽

羽
調
式

羽

変
宮

宮

商

角

変
徴

徴

半
呂
半
律

宮

商

呂
角

律
角

徴

羽

嬰
羽

商
調
式

商

角

変
徴

徴

羽

変
宮

宮
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五
七

と
な
る
。
本
文
は
、
こ
れ
以
下
に
掲
げ
る
楽
書
に
所
収
の
そ
れ
ぞ
れ
の
調
子
に
つ
い
て
も
、
こ
れ
と
同
様
の
理
屈
で
理
解
す
べ
き
事
を
述
べ
て
い
る
。

○
博
雅
卿
譜　

雅
楽
横
笛
譜
『
博
雅
笛
譜
』（
新
撰
楽
譜
）
を
指
す
。
源
博
雅
（
九
一
八
～
九
七
五
）
撰
。

○
三
五
要
録　

雅
楽
琵
琶
譜
、
藤
原
師
長
撰
、
十
八
巻
。

○
仁
智
要
録　

雅
楽
箏
楽
譜
、
藤
原
師
長
撰
、
十
二
巻
。

○
秦
箏
要
録　

雅
楽
箏
楽
譜
、
撰
者
年
代
未
詳
、
五
巻
。

○
類
箏
治
要　

雅
楽
箏
楽
譜
、
撰
者
年
代
未
詳
、
十
八
巻
。

○
三
五
中
録　

雅
楽
琵
琶
譜
、
藤
原
孝
時
（
一
一
八
九
？
～
一
二
六
六
）
撰
、
十
二
巻

○ 

当
家
篳
篥
抄　

安
倍
家
伝
本
『
新
撰
篳
篥
抄
』
八
巻
（
国
会
図
書
館
所
蔵
）
を
指
す
か
。
他
に
安
倍
季
良
撰
『
雅
曲
篳
篥
抄
』（
軸
装
、
安
倍
家
蔵
）
や
安
倍
季
良
撰
『
篳

篥
抄
雅
曲
追
加
』（
軸
装
、
安
倍
家
蔵
）
も
あ
り
。

国
会
図
書
館
所
蔵
『
新
撰
篳
篥
抄
』
各
巻
所
収
の
調
子
は
、

巻
第
一　
「
壱
越
調
」「
沙
陀
調
」 

巻
第
二　
「
平
調
」 

巻
第
三　
「
大
食
調
」「
乞
食
調
」「
性
調
」

巻
第
四　
「
双
調
」 
巻
第
五　
「
黄
鐘
調
」「
水
調
」 

巻
第
六　
「
盤
渉
調
」

巻
第
七　
「
高
麗
一
越
調　

篳
篥
平
調
」「
狛
双
調　

篳
篥
黄
鐘
調
」「
狛
平
調　

篳
篥
下
無
調
」

 

と
な
っ
て
お
り
、
巻
第
一
か
ら
巻
第
六
に
収
録
さ
れ
て
い
る
調
子
は
、
右
の
本
条
の
本
文
に
記
さ
れ
た
調
子
と
一
致
す
る
。
な
お
、
こ
の
国
会
図
書
館
所
蔵
の
『
新
撰
篳

篥
抄
』
の
巻
第
六
の
末
尾
に
は
、「
天
保
四
年
九
月
十
五
日　

右
近
太
夫
将
監
安
倍
季
資
」
と
の
識
語
が
、
ま
た
巻
第
七
の
末
尾
に
は
「
文
化
十
四
年
七
月
七
日　

玄
藩
権

助
兼
加
賀
守
安
倍
季
良
」「
天
保
四
年
九
月
十
五
日　

右
近
太
夫
将
監
安
倍
季
資
」と
の
識
語
が
そ
れ
ぞ
れ
記
入
さ
れ
て
お
り
、
季
良
自
身
と
そ
の
息
子
の
季
資
に
よ
る
写

本
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
巻
第
六
の
末
尾
に
一
度
識
語
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
巻
第
七
は
補
遺
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ち
な
み
に
巻
第
七
に
は
、

本
『
山
鳥
秘
要
抄
』
１
「
古
律
新
律
之
事
」
の
「
神
楽
七
声
図
古
律
平
調
」
と
「
右
新
律
を
も
て
こ
れ
を
い
ふ
と
き
は
如
左
」
の
二
つ
の
図
表
が
抄
録
さ
れ
て
い
る
。

○ 

是
ハ
嬰
商
よ
り
相
生
す
る
時
は　

右
の
「
本
朝
に
て
律
音
と
云
は
」
の
注
に
示
し
た
如
く
、「
宮
」
を
起
点
に
三
分
損
益
を
行
う
限
り
、「
律
調
」
の
音
程
配
置
は
三
分
損

益
の
生
成
順
と
合
致
し
な
い
。
し
か
し
「
律
調
」
の
「
嬰
商
」
を
起
点
と
す
れ
ば
、
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五
八

の
如
く
、
三
分
損
益
に
よ
り
「
律
調
」
を
生
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
生
成
順
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

嬰
商　

→　

嬰
羽　

→　

律
角　

→　

宮　

→　

徴　

→　

商　

→　

羽

 　

ま
た
続
く
本
文
の
「
嬰
商
と
ハ
宮
声
に
て
宮
は
則
羽
に
あ
た
れ
り
」
に
言
う
こ
こ
ろ
は
次
の
如
し
。
右
の
「
本
朝
に
て
律
音
と
云
は
」
の
注
に
示
し
た
如
く
、「
律
調
」

と
「
羽
調
式
」
と
の
対
応
関
係
は
、

律　

調

宮

商

嬰
商

律
角

徴

羽

嬰
羽

羽
調
式

羽

変
宮

宮

商

角

変
徴

徴

で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
律
調
」
の
「
嬰
商
」
は
「
羽
調
式
」
の
「
宮
」
に
当
た
り
、「
律
調
」
の
「
宮
」
は
「
羽
調
式
」
の
「
羽
」
に
当
た
る
。

○
声
明
用
心
集　

湛
智
撰
『
声
明
用
心
集
』
巻
上
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一 

悉
曇
蔵
笛
五
音
［
印
度　

中
但
上
似
上
、
下
似
下
］

自
角
相
生
終
于
羽
位
、
主
有
五
条
、
各
分
律
呂
。
〇律
呂

九
条
豈
非
三
種
五
音
并
三
箇
変
音
乎
。
塩
梅
二
音
各
一
。［
已
上
両
曲
共
羽
調
反
音
］

 

な
お
『
声
明
用
心
集
』
に
つ
い
て
は
、
書
陵
部
に
安
倍
季
良
自
身
の
書
写
に
よ
る
抄
本
が
伝
わ
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
よ
っ
た
。『
天
台
宗
全
書
』
所
収
『
声
明
用

律　

調

宮

商

嬰
商

律
角

徴

羽

嬰
羽

１

２

３

４

５

６

７

3
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五
九

心
集
』
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

一 

悉
曇
蔵
笛
五
音
［
印
度　

中
但
上
似
上
、
下
似
下　

中
曲　

呂
曲　

律
曲
］

自
角
相
生
終
于
羽
位
、
主
有
五
条
、
各
分
律
呂
。
律
呂
九
条
豈
非
三
種
五
音
并
三
箇
変
音
乎
。
塩
梅
二
音
各
一
律
半
不
叶
相
生
。
直

両
翔
以
為
其
体
。
直
音
者
如

角
声
也
。

音
者
自
商
羽
引
一
律
半
。
反
相
似
一
音
。
翔
直
時
者
似
上
七
音
。
翔

時
者
似
下
五
音
。
既
含
用
上
下
故
呼
比
音
位
狩
云
五
七
音
也
。
横
笛
壱
越
趙
・

黄
鐘
調
・
平
調
等
五
音
相
当
今
相
生
。

　

季
良
が
こ
こ
に
『
声
明
用
心
集
』
を
引
い
た
意
図
は
以
下
の
如
し
。
三
分
損
益
に
よ
り
「
律
調
」
を
生
成
す
る
際
は
、「
宮
」
で
は
な
く
「
嬰
羽
」
を
起
点
と
し
て
、

嬰
商　

→　

嬰
羽　

→　

律
角　

→　

宮　

→　

徴　

→　

商　

→　

羽

の
順
と
な
る
。
一
方
「
嬰
商
」「
嬰
羽
」
を
省
い
て
五
声
に
こ
れ
を
用
い
る
時
は
、
右
の
順
に
準
じ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

律
角　

→　

宮　

→　

徴　

→　

商　

→　

羽

と
生
成
す
る
。『
声
明
用
心
集
』
が
「
自
角
生
、
終
于
羽
位
」
の
述
べ
る
所
以
で
あ
る
。

○ 

又
妙
音
院
殿
御
流
に
て
云
と
き
は　

右
の
「
是
ハ
嬰
商
よ
り
相
生
す
る
時
は
」
の
注
で
述
べ
た
「
嬰
羽
」
を
起
点
と
す
る
「
律
調
」
の
生
成
順
は
、

嬰
商　

→　

嬰
羽　

→　

律
角　

→　

宮　

→　

徴　

→　

商　

→　

羽

で
あ
る
。
そ
の
名
称
の
み
を
藤
原
師
長
の
流
儀
に
置
き
換
え
れ
ば
、

角　
　

→　

変
宮　

→　

変
徴　

→　

宮　

→　

徴　

→　

商　

→　

羽

と
な
る
。
音
程
は
当
然
同
一
で
あ
る
。

【
参
考
文
献
】

『
音
律
事　

愚
抄
』
西
園
寺
実
兼
抄
出
（『
続
天
台
宗
全
書　

法
儀
１　

声
明
表
白
類
聚
』
所
収
、
天
台
宗
典
編
纂
所
一
九
九
九
）

『
新
撰
篳
篥
抄
』
八
巻
（
国
会
図
書
館
蔵
、200-214

、
安
倍
家
伝
本
、
抄
本
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
る
）

『
声
明
用
心
集
』
湛
智
撰
（
書
陵
部
蔵
、266

・889

、
国
文
学
研
究
資
料
館
デ
ジ
タ
ル
画
像
に
よ
る
）

『
声
明
用
心
集
』
湛
智
撰
（『
続
天
台
宗
全
書　

法
儀
１　

声
明
表
白
類
聚
』
所
収
、
天
台
宗
典
編
纂
所
一
九
九
九
）
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３ 

半
呂
半
律
の
調
と
い
ふ
事　
（
第
23
葉
表
～
第
25
葉
表
）

私
云　

本
朝
に
は
半
呂
半
律
と
云
調
あ

り
。
是
は
右
に
云
呂
の
七
声
と
律
の
七
声

と
を
ま
じ
へ
た
る
七
声
な
り
。
是
を
半
呂

半
律
の
し
ら
べ
と
ハ
い
ふ
な
り
。
但
又
こ
れ
に

ふ
た
つ
の
様
あ
り
。
律
に
し
て
呂
を
兼
た

る
七
声
あ
り
。
壱
越
調
、
太
食
調
是
な
り
。」

又
呂
に
し
て
律
を
兼
た
る
七
声
あ
り
。
双
調

水
調
是
な
り
。［
但
水
調
は
猶
律
に
し
て
呂
を
兼
た
る
歟
］

扨
此
半
呂
半
律
と
云
こ
と
ハ
唐
に
て
ハ
其

名
な
し
。
我
国
に
て
立
た
る
名
な
れ
ど
も

其

○

実
ハ
唐
の
法
也
。
此
四
調
は
皆
商
調

の
曲
な
り
。
依
之
唯
呂
に
し
て
楽
曲
に

お
い
て
音
を
具
セ
ず
、
是
天
地
自
然
之

理
也
。
委
し
き
巨
細
奥
に
注
し
ぬ
。

宮

商

呂
角

律
角

徴

羽

嬰
羽

壱
越

黄
鍾

太
簇

姑
洗

中
呂

林
鍾

南
呂

無
射

太
食

大
簇

姑
洗

賓

林
鍾

南
呂

応
鍾

黄
鍾

　
　

右

○

図
律
兼
呂
而
為
半
呂
半
律
之
法
也
。
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六
一

宮

商

呂
角

律
角

徴

羽

変
宮

双
調

中
呂

林
鍾

南
呂

无
射

黄
鍾

太
簇

姑
洗

水
調

林
鍾

南
呂

応
鍾

黄
鍾

太
簇

姑
洗

賓

　
　

右

○

図
呂
兼
律
而
為
半
呂
半
律
之
法
也
。

　
　

但
於
水
調
者
猶
律
而
兼
呂
歟

又
呂
律
之
七
声
を
交

※

る
九
声
之
曲
あ
り
。
太
食

調
、
水
調
に
此
曲
多
し
。
た
と
へ
ば
、

宮

商

嬰
商

呂
角

律
角

徴

羽

嬰
羽

反
宮

太
食

太
簇

姑
洗

中
呂

賓

林
鍾

南
呂

応
鍾

黄
鍾

大
呂

水
調

林
鍾

南
呂

无
射

応
鍾

黄
鍾

太
簇

姑
洗

中
呂

賓

　
　

已

○

上
半
呂
半
律
之
曲
也
。

私
案
、
水
調
曲
琵
琶
に
ハ

賓
の
音
を
彈

ず
。
笙
に
は
中
呂
の
音
あ
り
。
中
呂
ハ
嬰
羽

に
し
て
律
音
に
な
る
な
り
。

賓
ハ
変
宮
に

し
て
呂
の
音
に
な
れ
り
。
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【
校
記
】

※ 
交
る　

底
本
・
諸
本
い
ず
れ
も
「
交
八
」
に
作
る
。
藝
大
本
の
み
「
交
ル
」
に
作
る
。
今
藝
大
本
に
従
い
「
交
る
」
に
改
め
る
。
案
ず
る
に
、「
呂
律
之
七
声
を
交
八
九
声

之
曲
あ
り
」
で
は
文
意
が
通
じ
な
い
。
こ
れ
に
続
く
音
階
の
表
が
「
宮
」
か
ら
「
反
宮
」
に
至
る
九
声
を
配
し
、
し
か
も
そ
れ
が
律
調
・
呂
調
の
構
成
音
を
交
え
た
も
の

に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
藝
大
本
の
よ
う
に
「
呂
律
之
七
声
を
交ま
じ
へる
九
声
之
曲
あ
り
」
と
し
て
初
め
て
文
意
が
通
ず
る
。「
交
八
」
は
カ
タ
カ
ナ
書
き
の
「
交

ル
」
が
何
ら
か
の
経
緯
で
誤
記
さ
れ
た
も
の
か
。

【
注
】

○ 

其
実
ハ
唐
の
法
也　

こ
こ
に
言
う
こ
こ
ろ
は
、
以
下
に
言
及
さ
れ
る
「
律
兼
呂
」「
呂
兼
律
」
と
い
う
「
半
呂
半
律
」
の
調
子
は
、
そ
の
調
名
が
日
本
独
自
の
も
の
で
あ
っ

て
も
、
音
程
配
置
か
ら
す
れ
ば
中
国
の
七
声
の
調
式
に
同
一
の
も
の
が
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
。
具
体
的
に
は
「
律
兼
呂
」
は
「
商
調
式
」
に
等
し
く
、「
呂
兼
律
」
は

「
徴
調
式
」
に
等
し
い
。
左
の
「
呂
兼
律
」「
律
兼
呂
」
の
注
、
及
び
前
条
２-

２
「
本
朝
音
曲
楽
曲
の
う
へ
に
て
律
音
呂
音
と
云
事
」
の
各
注
を
参
照
。

○ 

右
図
律
兼
呂　

こ
こ
に
示
さ
れ
た
「
壱
越
調
」
と
「
太
食
調
」
に
つ
い
て
、
音
程
配
置
が
分
か
る
よ
う
に
七
声
を
十
二
律
呂
上
に
展
開
す
る
形
で
図
示
す
る
な
ら
ば
、
次

の
よ
う
に
な
る
。

黄

大

太

夾

姑

中

林

夷

南

無

応

黄

壱
越

宮

商

呂
角

律
角

徴

羽

嬰
羽

太
食

宮

商

呂
角

律
角

徴

羽

嬰
羽

こ
の
「
律
兼
呂
」
の
調
の
音
程
配
置
を
「
律
調
」
と
並
置
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

律　

調

宮

商

嬰
商

律
角

徴

羽

嬰
羽

律
兼
呂

宮

商

呂
角

律
角

徴

羽

嬰
羽

 

太
字
で
示
し
た
如
く
、「
律
調
」
の
「
嬰
商
」
の
み
を
「
呂
角
」
に
変
更
し
た
も
の
が
「
律
兼
呂
」
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ち
な
み
に
「
呂
調
」
の
音
程
配
置
は
、
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六
三

呂　

調

宮

商

角

変
徴

徴

羽

変
宮

 
で
あ
り
、
こ
の
「
呂
角
＝
角
」
は
「
呂
調
」
の
七
声
に
属
す
る
こ
と
が
分
か
る
（「
律
調
」
に
こ
の
音
は
な
い
）。
故
に
こ
こ
で
は
「
律
調
」
に
し
て
「
呂
調
」
を
兼
ね
る

と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
「
律
兼
呂
」
の
調
は
、
次
の
如
く
中
国
の
七
声
の
「
商
調
式
」
と
同
一
の
音
程
配
置
で
あ
る
。

律
兼
呂

宮

商

呂
角

律
角

徴

羽

嬰
羽

商
調
式

商

角

変
徴

徴

羽

変
宮

宮

「
其
実
ハ
唐
の
法
也
」
と
言
え
る
所
以
で
あ
る
。

○ 

右
図
呂
兼
律　

こ
こ
に
示
さ
れ
た
「
双
調
」
と
「
水
調
」
に
つ
い
て
、
音
程
配
置
が
分
か
る
よ
う
に
七
声
を
十
二
律
呂
上
に
展
開
す
る
形
で
図
示
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ

う
に
な
る
。

中

林

夷

南

無

応

黄

大

太

夾

姑

中

双
調

宮

商

呂
角

律
角

徴

羽

変
宮

水
調

宮

商

呂
角

律
角

徴

羽

変
宮

こ
の
「
呂
兼
律
」
の
調
の
音
程
配
置
を
「
呂
調
」
と
並
置
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

呂　

調

宮

商

角

変
徴

徴

羽

変
宮

呂
兼
律

宮

商

呂
角

律
角

徴

羽

変
宮

太
字
で
示
し
た
如
く
、「
呂
調
」
の
「
変
徴
」
の
み
を
「
律
角
」
に
変
更
し
た
も
の
が
「
呂
兼
律
」
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ち
な
み
に
「
律
調
」
の
音
程
配
置
は
、

律　

調

宮

商

嬰
商

律
角

徴

羽

嬰
羽
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で
あ
り
、
こ
の
「
律
角
」
は
「
律
調
」
の
七
声
に
属
す
る
こ
と
が
分
か
る
（「
呂
調
」
に
こ
の
音
は
な
い
）。
故
に
こ
こ
で
は
「
呂
調
」
に
し
て
「
律
調
」
を
兼
ね
る
と
述

べ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
「
呂
兼
律
」
の
調
は
、
次
の
如
く
中
国
の
七
声
の
「
徴
調
式
」
と
同
一
の
音
程
配
置
で
あ
る
。

呂
兼
律

宮

商

呂
角

律
角

徴

羽

変
宮

徴
調
式

徴

羽

変
宮

宮

商

角

変
徴

「
其
実
ハ
唐
の
法
也
」
と
言
え
る
所
以
で
あ
る
。
蛇
足
な
が
ら
西
洋
長
音
階
と
も
一
致
す
る
。

○
已
上
半
呂
半
律
之
曲　

こ
こ
に
示
さ
れ
た
「
半
呂
半
律
之
曲
」
で
用
い
ら
れ
る
音
程
を
、
十
二
律
呂
上
に
展
開
す
る
形
で
図
示
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

太

夾

姑

中

林

夷

南

無

応

黄

大

太

夾

姑

中

太
食

宮

商

嬰
商

呂
角

律
角

徴

羽

嬰
羽

反
宮

水
調

宮

商

嬰
商

呂
角

律
角

徴

羽

嬰
羽

反
宮

こ
こ
に
言
う
「
半
呂
半
律
之
曲
」
に
所
用
の
音
程
を
「
呂
調
」「
律
調
」
と
並
置
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

呂　

調

宮

商

角

変
徴

徴

羽

変
宮

律　

調

宮

商

嬰
商

律
角

徴

羽

嬰
羽

半
呂
半
律

宮

商

嬰
商

呂
角

律
角

徴

羽

嬰
羽

反
宮

「
呂
調
」
と
「
律
調
」
に
用
い
る
所
の
音
程
を
合
わ
せ
た
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

 　

２-

２
「
本
朝
音
曲
楽
曲
の
う
へ
に
て
律
音
呂
音
と
云
事
」
及
び
本
条
３
「
半
呂
半
律
の
調
と
い
ふ
事
」
で
言
及
し
た
「
律
調
」「
羽
調
式
」「
呂
調
」「
宮
調
式
」「
律
兼

呂
」「
商
調
子
」「
呂
兼
律
」「
徴
調
式
」「
半
呂
半
律
之
曲
」
の
音
程
を
整
理
す
る
な
ら
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
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六
五

律　

調

宮

商

嬰
商

律
角

徴

羽

嬰
羽

羽
調
式

羽

変
宮

宮

商

角

変
徴

徴

呂　

調

宮

商

角

変
徴

徴

羽

変
宮

宮
調
式

宮

商

角

変
徴

徴

羽

変
宮

律
兼
呂

宮

商

呂
角

律
角

徴

羽

嬰
羽

商
調
式

商

角

変
徴

徴

羽

変
宮

宮

呂
兼
律

宮

商

呂
角

律
角

徴

羽

変
宮

徴
調
式

徴

羽

変
宮

宮

商

角

変
徴

半
呂
半
律

宮

商

嬰
商

呂
角

律
角

徴

羽

嬰
羽

反
宮

【
参
考
文
献
】

『
平
安
朝
の
雅
楽　

古
楽
譜
に
よ
る
唐
楽
曲
の
楽
理
的
研
究
』
遠
藤
徹
著
（
東
京
堂
出
版
二
〇
〇
五
）
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４ 

律

※

七
聲
塩
梅
の
二
声
名
両
説
の
事　
（
第
26
葉
表
～
第
28
葉
表
）

私
云
、
七
声
に
て
ハ
塩

○

梅
の
二
声
を
さ
し
て

嬰
羽
嬰
商
と
云
是
な
り
。
人
常
に
し
る
と
こ

ろ
な
り
。
む
か
し
は
是
を
大

○

原
流
と
云
な
り
。

又
一
説
に
音
の
位
ハ
違
ひ
あ
れ
ど
も
律
に
て
も
や

は
り
変
宮
変
徴
の
名
を
立
る
、
是
を
妙

○

音
院

殿
の
御
流
と
い
ふ
。
則
仁

○

智
要
録
三

○

五
要
録
」

皆
此
説
を
も
て
注
し
給
へ
り
。
是
亦
む
か
し
よ
り

楽
堂
の
家
に
伝
は
り
た
る
説
な
る
べ
し
。
今
の
世
に

は
人
こ
の
説
を
知
ら
ぬ
や
う
に
成
た
り
。
な
げ
か

し
き
事
也
。
本
朝
の
古
文
書
を
見
る
に

は
此
両
説
を
考
て
み
る
べ
し
。

音

○

律
事
曰
［
西
園
寺
右
大
将
実
兼
卿
御
撰
正
応
二
年
九
月
十
五
日
記
文
也
］

大
原
声
明
師
蓮
入
房
流
於
律
七
声
有
異
儀

云
�
。
当

○

流
与
彼
流
於
声
無
差
別
、
名
之
付
様

有
相
違
。
宮
商
徴
羽
四
ヶ
声
者
両
流
」

存
知
无
差
別
。
角
反
宮
反
徴
三
ヶ
声
有
子

細
也
。
蓮

○

入
房
流
律
ニ
ハ
限
五
声
、
宮
商
角

徴
羽
之
五
音
、
全
无
反
徴
反
宮
之
二
音

云
云
。
然
者
以
当
流
之
角
称
彼
流
之
商
塩
梅
、

以
当
流
之
反
徴
称
彼
流
之
角
、
以
当
流
之
反
宮

称
彼
流
之
羽
塩
梅
云
云
。
此
外
呂
七
声
并
六
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六
七

律
六
呂
之
所
配
、
当
流
存
知
無

※

差
別
云
�
。
只
至
律
七

声
之
名
目
有
異
儀
也
。

阿

○

月
問
答
［
弘
安
十
八
年
］
実
兼
公
御
押
紙
云
就
阿
月
」

両
通
書
条
々
不
審
事

仁〇

智
要
録
曰
、
平
調
律
、
右
件
調
二
七
為
為
宮
、
八
巾
為
商
、

三
并
推
タ
ル
八
巾
為
角
、
四
九
為
変
徴
、
一
五
十
為
徴
、
斗
并

取
六
為
羽
、
六
并
推
タ
ル
斗
為
変
宮
。
但
宮
商
徴
羽
四
声
有

合
相
生
法
。
角
変
徴
変
宮
三
声
者
一
律
下
歟
。
何
則

仮
令
太
簇
為
宮
者
須

賓
為
角
、
夷
則
則
為
変
徴
、

大
呂
為
変
宮
也
。
而
当
調
二
絃
為
宮
声
当
太
簇
、
三

絃
為
角
声
当
中
呂
、
四
九
絃
為
変
徴
当
林
鍾
、
六
絃
為
変

宮
声
当
黄
鍾
、
故
知
一
律
下
也
。」

如

○

右
者
律
調
二
変
、
正
徴
正
宮
ヨ
リ
二
律
下
タ
ル
事

云
。
其
詞
云
其
声
勿
論
歟
。
但
於
当
流
者
二
変

并
二
箇
声
、
雖
不
合
相
生
法
猶
仮
其
名
。
自
他
流

之
異
儀
只
在
此
事
歟
。
但

○

妙
音
院
於
真
実
之
御

内
証
者
聊
有
子
細
。
且
粗
見
此
譜
然
当
時
所
用

箏
并
琵
琶
之
譜
。
律
調
一
律
サ
ガ
レ
ル
ヲ
三
箇
名

ヲ
付
［
角
并
変
宮
変
徴
］。
其
上
今
一
儀
人
遍
不
知
之
。
仍

論
自
他
流
之
異
儀
也
。
然
与
当
流
人
尤
有
存
知

不
射
他
人
難
歟
。
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【
校
記
】

※
律
七
聲
塩
梅
の
二
声
名
両
説
の
事　

本
条
題
目
、
巻
頭
目
録
は
「
律
七
聲
於
塩
梅
二
声
名
両
説
あ
る
事
」
と
記
す
。

※
無
差
別　

静
嘉
堂
本
・
藝
大
本
「
无
差
別
」
に
作
る
。
国
会
図
書
館
本
「
無
」
の
く
ず
し
字
の
右
下
に
朱
墨
で
「
無
歟
」
の
小
字
傍
書
あ
り
。

【
注
】

○ 

塩
梅　

こ
こ
で
言
う
「
塩え
ん

梅ば
い

」
は
「
羽
」
に
対
し
て
一
律
（
半
音
）
高
い
「
嬰
羽
」、「
商
」
に
対
し
て
一
律
（
半
音
）
高
い
「
嬰
商
」
の
如
く
、
あ
る
音
を
基
準
に
し
て

表
記
す
る
音
を
言
う
。
西
洋
音
楽
の
変
化
記
号
に
近
い
。『
日
本
音
楽
大
事
典
』
に
は
、

塩
梅（
え
ん
ば
い
）　

篳
篥
で
、
同
じ
指
づ
か
い
の
ま
ま
、
リ
ー
ド
の
加
え
方
や
息
の
吹
入
れ
方
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
音
高
を
上
下
さ
せ
る
技
巧
を
い
う
。
同
じ

管
楽
器
で
も
能
管
の
場
合
は
、
指
を
素
早
く
動
か
し
て
旋
律
に
装
飾
を
つ
け
る
こ
と
を
い
う
。
た
だ
し
、
差
し
指
と
の
区
別
は
や
や
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
声
明
の
音

階
理
論
で
は
、
五
音
に
対
し
て
付
随
的
あ
る
い
は
派
生
的
に
用
い
ら
れ
る
音
を
い
い
、
実
演
上
で
は
、
フ
レ
ー
ズ
冒
頭
の
ポ
ル
タ
メ
ン
ト
的
立
上
り
な
ど
を
こ
の
語

で
呼
ぶ
。

と
あ
る
。

○
大
原
流　

後
の
『
音
律
事
』
に
言
う
「
大
原
声
明
師
蓮
入
房
」
の
流
儀
を
言
う
。
詳
細
は
以
下
の
注
参
照
。
蓮
入
房
は
『
声
明
用
心
集
』
の
撰
者
湛
智
の
号
。

○
妙
音
院
殿
の
御
流　

妙
音
院
殿
は
藤
原
師
長
を
言
う
。
そ
の
流
儀
に
つ
い
て
詳
細
は
以
下
の
注
参
照
。

○
仁
智
要
録　

雅
楽
箏
楽
譜
、
藤
原
師
長
撰
、
十
二
巻
。

○
三
五
要
録　

雅
楽
琵
琶
譜
、
藤
原
師
長
撰
、
十
八
巻
。

○
音
律
事　

西
園
寺
実
兼
抄
出
『
音
律
事
［
愚
抄
］』
を
言
う
。
そ
の
「
一　

大
原
声
明
師
蓮
入
房
流
於
律
七
声
有
異
儀
云
云
」
の
条
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

当
流
与
彼
流
於
声
無
差
別
、
名
之
付
様
有
相
違
。
宮
商
徴
羽
四
箇
之
声
者
、
両
流
存
知
無
差
別
。
角
変
宮
変
徴
三
箇
之
声
、
有
子
細
也
。
蓮
入
房
流
律
ニ
ハ
限
宮
商

角
徴
羽
之
五
音
。
全
無
変
徴
変
宮
之
二
音
云
云
。
然
者
以
当
流
之
角
称
彼
流
之
商
塩
梅
、
以
当
流
之
変
徴
称
彼
流
之
角
、
以
当
流
之
変
宮
称
彼
流
之
羽
塩
梅
云
云
。

此
外
呂
七
声
并
六
律
六
呂
之
所
配
、
当
流
存
知
無
差
別
云
云
。
只
至
律
七
声
之
名
目
有
異
儀
也
。

○ 

当
流
与
彼
流　
「
当
流
与
彼
流
於
声
無
差
別
、
名
之
付
様
有
差
異
」
以
下
に
述
べ
る
所
を
整
理
す
る
に
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
こ
こ
で
は
『
音
律
事
』
所
引
の
蓮
入
房

（
湛
智
）
の
説
を
以
て
通
常
用
い
ら
れ
る
「
律
調
」
の
七
声
の
名
称
と
し
、
藤
原
師
長
の
説
が
こ
れ
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
を
述
べ
て
い
る
。
両
者
の
違
い
は
名
称
の
み

に
あ
り
、
音
程
の
違
い
は
存
在
し
な
い
。「
律
調
」
の
七
声
の
名
称
を
両
者
並
置
す
る
と
、
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六
九

律
調

大
原
流

宮

商

嬰
商

角

徴

羽

嬰
羽

妙
音
院
流

宮

商

角

変
徴

徴

羽

変
宮

 

と
な
る
。
本
文
引
く
所
の
『
音
律
事
』
の
「
宮
商
徴
羽
四
ヶ
声
者
両
流
存
知
无
差
別
」
は
、
こ
の
よ
う
に
「
宮
」「
商
」「
徴
」「
羽
」
の
四
声
の
名
称
が
両
者
で
共
通
で
あ

る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
ま
た
同
じ
く
『
音
律
事
』
の
「
角
・
反
宮
・
反
徴
三
ヶ
声
有
子
細
也
」
は
、
妙
音
院
流
に
言
う
「
角
」「
変
徴
」「
変
宮
」
の
三
声
に
於
い
て
、

両
者
の
名
称
が
異
な
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

○ 

蓮
入
房
流
律
ニ
ハ　
『
音
律
事
』
に
て
実
兼
の
言
う
「
蓮
入
房
流
律
ニ
ハ
限
宮
商
角
徴
羽
之
五
音
。
全
無
変
徴
変
宮
之
二
音
」
と
は
、
大
原
流
で
は
「
宮
」「
商
」「
角
」

「
徴
」「
羽
」
の
名
称
の
み
用
い
、
他
の
二
声
は
「
嬰
」
を
付
し
て
用
い
る
こ
と
、「
変
徴
」「
変
宮
」
の
名
称
は
用
い
な
い
こ
と
を
言
う
。
一
方
同
じ
く
実
兼
の
言
う
「
然

者
以
当
流
之
角
称
彼
流
之
商
塩
梅
、
以
当
流
之
変
徴
称
彼
流
之
角
、
以
当
流
之
変
宮
称
彼
流
之
羽
塩
梅
」
と
は
、
妙
音
院
流
に
言
う
「
角
」
は
大
原
流
の
「
商
の
塩
梅
」

即
ち
「
嬰
商
」
に
、
妙
音
院
流
に
言
う
「
変
徴
」
は
大
原
流
の
「
角
」
に
、
妙
音
院
流
に
言
う
「
変
宮
」
は
大
原
流
の
「
羽
の
塩
梅
」
即
ち
「
嬰
羽
」
に
、
そ
れ
ぞ
れ
相

当
す
る
こ
と
を
言
う
。

 　

こ
れ
を
要
す
る
に
、
両
者
の
違
い
は
中
国
の
七
声
と
は
異
な
る
「
律
調
」
の
音
程
に
対
し
て
新
た
な
名
称
（「
嬰
商
」「
嬰
羽
」）
を
与
え
る
か
（
但
し
「
角
」
は
中
国
の

七
声
と
は
異
な
る
音
程
に
転
用
）、
或
い
は
中
国
の
七
声
の
名
称
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
「
律
調
」
の
音
程
に
順
番
に
当
て
は
め
る
か
に
あ
る
と
言
え
る
。

商
の
塩
梅
＝
嬰
商

羽
の
塩
梅
＝
嬰
羽

七
声
の
角
と
は
異
な
る

大
原
流

宮

商

嬰
商

角

徴

羽

嬰
羽

妙
音
院
流

宮

商

角

変
徴

徴

羽

変
宮

双
方
共
通



国際教養学部論叢　第12巻第 1号

七
〇

 　

ま
た
「
此
外
呂
七
声
并
六
律
六
呂
之
所
配
、
当
流
存
知
無
差
別
云
云
。
只
至
律
七
声
之
名
目
有
異
儀
也
」
と
あ
る
如
く
、
こ
の
名
称
の
差
異
が
あ
る
の
は
「
律
調
」
の

み
で
あ
り
、「
呂
調
」
の
七
声
に
於
い
て
は
両
者
の
名
称
に
差
異
は
な
い
。

○
阿
月
問
答　

西
園
寺
実
兼
撰
『
音
律
事
［
阿
月
注
進 

西
園
寺
殿
難
破
］』（
弘
安
十
八
）
を
言
う
。
そ
の
「
御
押
紙
」
と
そ
れ
に
続
く
本
文
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

阿
書
二
巻
。
都
合
十
一
枚
［
已
上
］　　
［
已
上
十
一
枚
毎
続
目
裏
在
御
半
判
。
今
写
草
子
之
間
不
示
其
所
矣
］

就
阿
月
両今
号
阿
書
通
書
条
条
不
審
事

○
仁
智
要
録　

藤
原
師
長
撰
の
雅
楽
箏
譜
。
そ
の
第
一
「
調
子
品
」
の
「
平
調
」
に
次
の
よ
う
に
あ
る
（
こ
こ
で
は
書
陵
部
所
蔵
天
明
元
年
写
本
に
よ
っ
た
）。

右
件
調
二
七
為
為
宮
、
八
巾
為
商
、
三
并
推
八
巾
為
角
、
四
九
為
変
徴
、
一
五
十
為
徴
、
斗
并
取
六
為
羽
、
六
并
推
斗
為
変
宮
。
但
宮
商
徴
羽
四
声
者
、
合
相
生
法
。

角
変
徴
変
宮
三
声
者
、
一
律
下
歟
。
何
則
仮
令
大
簇
為
宮
、
須

賓
為
角
、
夷
則
為
変
宮
、
大
呂
為
変
宮
也
。
而
当
調
二
絃
為
宮
声
、
当
大
簇
。
三
絃
為
角
声
、
当

中
呂
。
四
九
絃
為
変
宮
声
、
当
林
鍾
。
六
絃
為
変
宮
、
当
黄
鍾
。
故
知
一
律
下
也
。

こ
こ
に
言
う
こ
こ
ろ
は
、
次
の
如
く
で
あ
る
。『
仁
智
要
録
』
の
述
べ
る
三
つ
の
事
項
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

箏
の
「
平
調
（
律
調
）」
の
調
絃
「
二
七
為
為
宮
、
八
巾
為
商
…
（
中
略
）
…
斗
并
取
六
為
羽
、
六
并
推
タ
ル
斗
為
変
宮
」
…
①

七
声
（
宮
調
式
）
の
「
宮
」「
角
」「
変
徴
」「
変
宮
」
の
十
二
律
呂
上
の
配
置
「
仮
令
太
簇
為
宮
者
須

賓
為
角
、
夷
則
則
為
変
徴
、
大
呂
為
変
宮
也
」
…
②
、

「
当
調
（
平
調
）」
に
お
け
る
「
宮
」「
角
」「
変
徴
」「
変
宮
」
そ
れ
ぞ
れ
の
十
二
律
呂
上
の
配
置
「
当
調
二
絃
為
宮
声
当
太
簇
、
三
絃
為
角
声
当
中
呂
、
四
九
絃
為
変
徴

当
林
鍾
、
六
絃
為
変
宮
声
当
黄
鍾
」
…
③

②
の
述
べ
る
「
宮
調
式
」
の
四
声
、
①
及
び
③
か
ら
得
ら
れ
る
箏
の
絃
と
「
平
調
」
の
四
声
を
、
そ
れ
ぞ
れ
十
二
律
呂
に
対
応
さ
せ
て
並
置
す
る
な
ら
ば
、

十
二
律
呂

黄
鍾

大
呂

太
簇

夾
鍾

姑
洗

中
呂

賓

林
鍾

夷
則

南
呂

無
射

応
鍾

　

②

変
宮

宮

角

変
徴

箏
の
絃

六

二

三

四
九

①
及
③

変
宮

宮

角

変
徴

 

と
な
る
。
こ
こ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
①
及
び
③
の
「
平
調
＝
律
調
」
の
「
変
宮
」「
角
」「
変
徴
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
②
の
「
宮
調
式
」
の
「
変
宮
」「
角
」「
変
徴
」
よ

り
も
一
律
（
半
音
）
低
い
。「
故
知
一
律
下
也
」
と
言
う
所
以
で
あ
る
。
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○ 

如
右
者
律
調
二
変　

こ
こ
に
言
う
こ
こ
ろ
は
、
妙
音
院
流
の
「
変
徴
」「
変
宮
」
は
中
国
の
七
声
の
「
徴
＝
正
徴
」「
宮
＝
正
宮
」
よ
り
二
律
低
い
と
い
う
こ
と
。
こ
れ
を

図
示
す
る
な
ら
ば
、

七　

声

宮

商

角

変
徴

徴

羽

変
宮

大
原
流

宮

商

嬰
商

角

徴

羽

嬰
羽

妙
音
院
流

宮

商

角

変
徴

徴

羽

変
宮

 

と
な
る
。
七
声
の
「
変
徴
」
と
「
変
宮
」
は
「
徴
」
と
「
宮
」
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
一
律
低
い
の
だ
が
、
妙
音
院
流
で
は
さ
ら
に
一
律
低
い
音
に
対
し
て
同
じ
「
変
徴
」

「
変
宮
」
の
名
称
を
宛
て
て
い
る
。
故
に
太
字
で
示
し
た
如
く
、「
徴
」
と
「
宮
」
に
対
し
て
は
二
律
低
い
こ
と
に
な
る
。

 　

ま
た
２-

２
「
本
朝
音
曲
楽
曲
の
う
へ
に
て
律
音
呂
音
と
云
事
」
の
「
本
朝
に
て
律
音
と
云
は
」
の
注
で
触
れ
た
よ
う
に
、「
宮
」「
商
」「
徴
」「
羽
」
の
四
つ
は
三
分
損

益
に
よ
り
生
成
す
る
が
、
大
原
流
に
言
う
「
嬰
商
」「
角
」「
嬰
羽
」
の
三
つ
は
三
分
損
益
の
生
成
順
か
ら
外
れ
る
。
こ
の
三
つ
の
名
称
は
生
成
順
か
ら
外
れ
る
音
に
仮
に

用
い
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
が
他
の
流
儀
（
妙
音
院
流
）
と
の
違
い
で
あ
る
と
、
季
良
は
述
べ
る
。

○ 

但
妙
音
院
於
真
実
之
御
内
証
者　

妙
音
院
流
に
言
う
「
角
」「
変
宮
」「
変
徴
」
は
、
名
称
は
同
じ
で
も
七
声
の
「
宮
調
」
の
「
角
」「
変
宮
」「
変
徴
」
よ
り
一
律
低
い
。

季
良
自
身
が
「
仁
智
要
録
三
五
要
録
皆
此
説
を
も
て
注
し
給
へ
り
」
と
述
べ
る
如
く
、
ま
た
右
の
『
仁
智
要
録
』
の
注
で
見
た
如
く
、『
仁
智
要
録
』
は
こ
の
「
妙
音
院

流
」
を
用
い
て
い
る
。
他
の
箏
や
琵
琶
の
古
譜
も
同
様
に
「
妙
音
院
流
」
を
用
い
た
も
の
が
多
い
が
、
そ
の
こ
と
を
わ
き
ま
え
な
い
と
調
の
理
解
を
誤
る
可
能
性
が
あ
る
。

江
戸
時
代
に
は
妙
音
院
流
の
呼
び
名
は
実
際
上
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
季
良
は
、
同
時
代
の
人
々
が
こ
れ
を
理
解
し
な
い
ま
ま
に
他
人
を
難
ず
る
こ
と
を
戒
め
て
い
る
の

で
あ
る
。
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